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山
上
碑
新
論

頼
　
衍
宏

　
そ
の
解
読
作
業
に
光
が
投
げ
か
け
ら
れ
出
し
た
の
は
︑
江
戸
時
代
後
期
か
ら

で
あ
る
︒
狩
谷
望
之
こ
と
棭
斎
（
編
（﹃
古
京
遺
文（

（
（

﹄（
一
八
一
八
年
の
序
（
の
段

階
で
は
ま
だ
﹁
文
義
古
拙
読
む
べ
か
ら
ず
﹂
と
し
て
諦
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
こ

へ
伴
信
友
が
﹁
上
野
国
三
碑
考（

（
（

﹂（
一
八
三
六
年
の
序
（
を
著
わ
し
て
︑
打
開
策

を
提
出
し
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
第
三
行
の
末
字
﹁
児
﹂
以
降
を
﹁
こ
れ
よ
り

下
文
漢
文
の
格
な
ら
ず
﹂
と
い
い
︑
当
初
は
正
格
漢
文
体
を
採
っ
て
き
た
が
第

四
行
の
﹁
結
句
﹂
か
ら
は
﹁
漢
文
の
格
に
あ
ら
ざ
る
事
﹂
に
切
り
替
え
た
と
い

う
趣
旨
で
あ
る
︒
即
ち
︑
前
は
漢
文
︑
後
は
非
漢
文
と
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
︒

　
一
九
二
〇
年
代
に
な
る
と
︑
本
碑
は
漢
文
に
あ
ら
ず
と
の
見
解
が
有
力
に

な
っ
た
︒
碑
文
を
実
地
踏
査
し
た
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
黒
板
勝
美
は
﹁
上
野

一
　
は
じ
め
に

　
世
界
的
に
有
名
な
山
上
碑
（
図
（
︑
図
（
（
に
は
︑
以
下
の
五
十
三
字
が
刻
ま

れ
て
い
る
︒

辛
己
歳
集
月
三
日
記

佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
此

新
川
臣
児
斯
多
〻
弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児

長
利
僧
母
為
記
定
文
也
　
放
光
寺
僧
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三
碑
調
査
報
告（

（
（

﹂
で
﹃
古
京
遺
文
﹄
の
拓
本
水
準
を
批
判
し
た
う
え
で
︑
よ
り

精
確
な
翻
刻
版
を
示
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
な
読
み
下
し
文
を
提
出

し
た
︒辛

已
歲
集
月
三
日
記

佐
野
の
三ミ
ヤ
ケ家
と
定
め
賜
へ
る
健タ
ケ
モ
リ守
命ノ

の
孫
黑ク
ロ

賣メ

刀ト

自ジ

︑
此
れ
新
川
の
臣
の

兒
斯シ

多タ

々タ

彌ミ

の
足ス
ク

尼ネ

の
孫
大
兒
の
臣
に
娶（

（
（

ひ
生
め
る
兒
長
利
僧
︑
母
の
爲

め
に
記
し
定
む
る
文
也
　
　
放
光
寺
僧

　
そ
れ
と
と
も
に
︑﹁
こ
の
碑
文
が
当
時
純
粋
の
漢
文
で
な
く
て
︑
て
に
を
は
を

省
い
て
あ
る
読
み
下
し
の
国
文
で
あ
る
﹂
と
い
う
文
体
の
判
断
を
下
し
て
︑
棭

図２　山ノ上碑
下中邦彦（編）『書道全集 第9巻』

（1965、東京：平凡社、146頁）

図１　山上碑拓本
（高崎市教育委員会提供）



 山上碑新論

11

斎
の
残
し
た
課
題
を
見
事
に
乗
り
切
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
一
方
︑
京
都
帝
国
大

学
教
授
を
務
め
上
げ
た
内
藤
虎
次
郎
は
﹁
飛
鳥
朝
の
支
那
文
化
輸
入
に
就
い

て（
（
（

﹂
を
発
表
し
︑﹃
古
京
遺
文
﹄
の
拓
本
図
版
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
本
碑
を
﹁
日
本

式
の
文
章
﹂
と
定
位
し
た
う
え
で
︑﹁
同
じ
く
漢
字
を
用
ひ
て
文
を
書
い
た
新
羅

な
ど
に
は
︑
同
時
代
に
於
て
は
見
出
し
難
き
例
で
あ
つ
て
﹂
朝
鮮
半
島
の
漢
字

運
用
技
術
よ
り
優
位
に
立
つ
と
示
唆
し
な
が
ら
︑﹁
日
本
人
が
其
の
国
語
を
重

ん
じ
た
精
神
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
﹂
と
し
て
︑
国
語
意
識
の
流
露
を
賛
嘆

し
て
い
る
︒

　
戦
後
に
な
る
と
︑
本
碑
を
漢
文
で
は
な
い
と
す
る
見
方
が
固
ま
っ
て
い
っ
た
︒

ま
ず
︑
国
語
学
会
﹃
国
語
学
辞
典
﹄
編
集
委
員
会
（
編
（﹃
国
語
学
辞
典（

（
（

﹄
の

﹁
国
語
年
表
﹂
に
よ
る
と
︑﹁
固
有
名
詞
の
万
葉
仮
名
表
記
お
よ
び
敬
語
表
現
が

見
え
る
︒「
定
賜
」「
黒
売
刀
自
」「
斯
多
彌
足
辺
」
な
ど
﹂
と
い
い
︑
さ
ら
に
︑

国
語
学
会
（
編
（﹃
国
語
学
大
辞
典（

（
（

﹄
の
新
し
い
﹁
国
語
年
表
﹂
に
は
﹁
和
文

体
﹂
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
の
間
︑
年
表
製
作
の
た

め
に
寄
与
し
た
西
宮
一
民
﹁
飛
鳥
白
鳳
遺
文
と
古
事
記
の
文
体（

（
（

﹂
の
論
文
が
出

て
︑
そ
こ
で
は
﹁
和
文
体
︒
漢
字
を
和
文
の
語
順
に
従
つ
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑

倒
読
の
無
い
純
和
文
と
し
て
著
名
で
あ
る
﹂﹁
こ
の
語
順
に
︑「
定
賜○

」
の
敬
語
︑

「
生
兒
」
の
系
譜
が
あ
り
︑
和
文
体
と
し
て
典
型
的
な
例
と
な
る
﹂（
圏
点
は
原

著
者
に
よ
る
（
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
国
語
学
会
の
見
解
で
は
︑

和
文
体
を
正
格
漢
文
か
ら
弁
別
す
る
特
徴
と
し
て
︑
⑴
名
詞
の
万
葉
仮
名
表
記
︑

⑵
敬
語
（
補
助
動
詞
﹁
賜
﹂（︑
⑶
語
順
︑
⑷
系
譜
と
い
う
四
点
が
あ
る
と
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
そ
う
し
た
国
語
学
会
の
観
点
を
相
継
い
で
採
用
し
た
の
が
︑
文
学
史
で
あ
る
︒

木
下
正
俊
・
稲
岡
耕
二
（
編
（﹃
上
代
の
文
学
︿
日
本
文
学
史
一（

（
（

﹀﹄
所
収
工
藤

力
男
﹁
漢
字
馴
致
の
努
力
﹂
に
よ
る
と
︑
本
碑
文
は
﹁
敬
語
表
記
も
あ
る
が
︑
も

は
や
一
つ
も
返
読
す
る
こ
と
の
な
い
︑
完
全
な
和
文
の
形
式
に
な
っ
て
い
る
﹂

と
い
う
︒
大
久
保
正
（
編
（﹃
日
本
文
学
全
史
一 

上
代（

（1
（

﹄
所
収
稲
岡
耕
二
﹁
和
文

表
記
の
成
立
と
展
開
﹂
も
︑﹁
文
中
の
「
賜
」
の
敬
語
と
し
て
の
用
法
や
︑
倒
読

形
式
を
含
ま
ぬ
表
語
文
字
の
羅
列
法
か
ら
︑
こ
れ
も
完
全
な
和
文
と
見
な
さ
れ

る
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
両
方
と
も
⑵
と
⑶
に
基
づ
い
て
理
想
的
な
和
文
作
例

を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒
次
い
で
︑
中
西
進
（
編
（﹃
日
本
文
学
新
史 

古
代
Ⅰ（

（（
（

﹄

所
収
辰
巳
正
明
﹁
漢
詩
文
﹂
は
﹁
純
和
文
体
﹂
の
一
例
と
し
て
本
碑
文
を
紹
介

し
て
︑﹁
重
要
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
は
︑
漢
字
・
漢
語
を
日
本
語
の
語
順
に

完
全
に
配
置
し
︑
漢
字
に
よ
る
日
本
文
の
表
現
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
努
め
て

い
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
⑶
に
基
づ
い
た
結
果
で
あ
る
︒
有
精
堂
編

集
部
（
編
（﹃
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
　
上
代
編（

（（
（

﹄
所
収
林
勉
﹁
文
字
と
表

記
﹂
に
至
る
と
︑﹁「
賜た
ま
ふ」

の
敬
語
︑「
三み

」
の
固
有
名
詞
以
外
の
借
訓
仮
名
︑「
佐サ

野の

」
の
地
名
︑「
健た
け

守も
り
の

命み
こ
と」

以
下
の
人
名
の
正
訓
を
交
え
た
表
記
︑「
娶
」「
為
」

の
位
置
な
ど
に
︑
漢
文
体
に
な
い
和
文
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
﹂
と
い
う
説
明
が

あ
る
︒
⑴
⑵
⑶
を
拠
り
所
に
し
て
和
文
体
の
最
終
判
断
を
得
ら
れ
た
︑
と
い
う

わ
け
で
あ
る
︒
一
方
︑
本
碑
文
に
つ
い
て
古
代
研
究
者
の
位
置
づ
け
方
を
見
る

と
︑
今
泉
隆
雄
﹁
銘
文
と
碑
文（

（（
（

﹂
の
﹁
国
文
体
﹂
と
︑
鈴
木
晴
彦
﹁
古
京
遺
文
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訳
注
㈤（

（（
（

﹂
の
﹁
和
漢
混
雑
体
﹂
が
あ
り
︑
前
沢
和
之
﹁
上
野
三
碑
﹂
も
﹁
渡
来

文
化
で
あ
る
漢
字
を
日
本
語
の
表
現
に
応
用
し
た
最
も
古
い
例
の
一
つ（

（（
（

﹂
で
あ

る
と
ま
で
極
言
し
て
い
る
︒

　
漢
字
で
書
か
れ
た
碑
文
本
来
の
漢
文
体
の
持
ち
味
を
取
り
戻
す
べ
く
︑
優
先

的
に
参
照
す
べ
き
な
の
は
伴
信
友
の
局
部
漢
文
説
で
あ
る
︒
勿
論
︑
国
語
学
会

の
和
文
体
の
四
大
基
準
は
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
文
体
の
定
義
に
関
し
て
は
︑

西
宮
一
民（

（（
（

の
分
類
に
従
い
た
い
︒

﹁
漢
文
体
﹂: ﹁
シ
ナ
語
で
読
め
る
文
体
︒
す
な
は
ち
「
漢
文
」
の
シ
ン
タ
ツ

ク
ス
に
則
つ
て
書
い
て
あ
る
文
体
で
あ
る
﹂

﹁
和
文
体
﹂:﹁
日
本
語
で
し
か
読
め
な
い
文
体
﹂

　
以
下
︑
漢
籍
か
ら
な
る
べ
く
近
い
用
例
を
拾
い
つ
つ
︑
和
文
体
論
者
に
反
駁

を
加
え
て
み
よ
う
︒

二
　
純
漢
文
体
で
捉
え
直
す

⑴
名
詞
の
万
葉
仮
名
表
記

　
本
碑
に
お
け
る
﹁
佐
野
﹂
と
い
っ
た
地
名
や
﹁
黒
売
刀
自
﹂
と
い
っ
た
人
名

は
万
葉
仮
名
で
綴
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
だ
け
を
理
由
に
文
章

の
位
相
を
和
文
体
と
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
西
宮
一
民

﹁
日
本
古
代
文
字
資
料
発
見
に
寄
せ
て（

（（
（

﹂
の
警
鐘
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ

に
よ
る
と
︑﹁
日
本
人
名
を
含
む
と
︑
こ
れ
ま
た
変
体
漢
文
体
と
思
う
ら
し
い
︒

そ
れ
は
甚
だ
誤
り
で
︑
漢
訳
で
き
な
い
固
有
名
詞
（
人
名
・
地
名
な
ど
（
は
音
仮

名
の
文
字
列
を
用
い
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
︑
文
章
全
体
が
漢
文
法
で
あ
る
限

り
漢
文
体
な
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
︒
和
文
体
の
有
無
を
左
右
す
る
た
め
に
は
︑

仮
名
の
書
き
表
し
方
は
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
え
な
い
︒

　
な
お
︑
み
や
け
（
屯
倉
（
を
﹁
三
家
﹂
で
表
記
す
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

前
後
の
漢
文
の
勢
い
に
包
ま
れ
て
い
る
人
名
地
名
の
場
合
︑
漢
音
で
読
み
上
げ

て
も
一
向
に
差
し
支
え
は
あ
る
ま
い
︒
平
安
時
代
の
一
例
と
し
て
︑﹁
造
瓷
器

生
尾
張
國
山
田
郡
人
三
家
人
部
乙
麻
呂
䒭
三
人
傳
習
成
業（

（（
（

﹂（
弘
仁
六
年
正
月
丁

丑
条
（
が
挙
げ
ら
れ
︑﹁
造ぞ
う

瓷し

器き

生せ
い

︑
尾お

張は
り

国く

山や
ま

田だ
の

郡こ
ほ
り

人の
ひ
と

︑
三み

家や
け

人ひ
と

部べ

乙お
と

麻ま

呂ろ

等ら

三さ
ん

人に
ん

︑
伝で
ん

習し
ゆ

成う
ぎ

業
よ
う
な
り

﹂（
（（
（

と
い
う
読
み
下
し
文
が
参
考
に
な
る
︒
人
名
地
名
は
訓
読

さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
漢
文
体
で
書
か
れ
た
国
史
で
あ
っ
て
︑
純
漢
文
体
に
堪

能
な
読
者
向
け
な
ら
ば
︑
む
し
ろ
こ
れ
を
一
括
し
て
音
読
し
た
ほ
う
が
手
っ
取

り
早
く
通
じ
る
だ
ろ
う
︒

⑵
敬
語

　﹁
定
賜
﹂
の
語
性
に
つ
い
て
は
︑
ど
う
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
︒
訓
読
の
ほ
う

は
︑
木
部
白
満
﹃
三
碑
考
﹄（
一
八
一
九
（
の
﹁
彼
漢
文
な
ど
云
に
は
あ
ら
ず（

（1
（

﹂

と
い
う
認
定
が
あ
る
︒
そ
う
し
た
立
場
を
深
化
さ
せ
た
の
が
﹃
古
事
記
﹄
の

﹁
定
賜
﹂
を
検
討
し
て
︑﹁「
賜
」
は
や
は
り
補
助
動
詞
と
認
め
ら
れ
る
﹂
と
い
う
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和
田
義
一（

（（
（

の
見
方
で
あ
る
︒﹁「
定
賜
」
は
︑「
定
む
」
と
補
助
動
詞
「
賜
ふ
」
か

ら
な
る
が
（
略
（
山
上
碑
の
「
定
賜
」
は
︑
受
け
身
で
「
定さ

だ
め
た
ま賜

は
る

0

0

」
と
読
む

の
が
適
切
で
あ
ろ
う
﹂（
傍
点
・
傍
線
は
原
著
者
に
よ
る
（
と
い
う
熊
倉
浩
靖（

（（
（

の
観

点
も
非
漢
文
説
を
強
化
し
て
い
る
︒

　
そ
れ
に
対
し
て
音
読
の
立
場
を
採
る
人
が
い
る
︒﹃
古
事
記
﹄
の
国
造
を
分

析
し
た
松
岡
静
雄
﹃
紀
記
論
究 
建
国
篇 

外
藩
帰
伏（

（（
（

﹄
に
よ
る
と
︑﹁
成
務
朝
以

降
緒
に
つ
い
た
地
方
制
度
の
統
制
は
益
〻
完
備
に
近
づ
き
︑
此
朝
に
於
て
定
賜

せ
ら
れ
た
と
伝
へ
ら
れ
︑
或
は
推
定
せ
ら
れ
る
国
造
が
︑
比
較
的
多
数
を
占
め

て
居
る
こ
と
﹂（
波
線
は
筆
者
︑
以
下
も
同
様
（
と
い
う
︒
佐
々
木
卓
也（

（（
（

も
﹁
直
姓

を
定
賜
さ
れ
る
に
及
ん
で
︑
一
躍
安
芸
一
国
の
国
造
ク
ラ
ス
に
成
長
し
て
行
っ

た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
波
線
あ
た
り
の
書
き
方
か
ら
す
れ
ば
︑
漢
語
の
ル
ビ
は

﹁
て
い
し
﹂
だ
と
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
︒

　
確
か
に
非
漢
文
体
の
文
章
に
お
け
る
動
詞
﹁
定
賜
﹂
は
︑
訓
で
読
む
べ
き
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
語
形
は
決
し
て
独
占
的
な
も
の
で
は
な
く
て
︑
和
漢
同

形
語
の
可
能
性
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
今
︑
音
読
に
従
っ
て
漢
籍
の
中
か
ら
正

格
漢
文
体
に
お
け
る
複
合
動
詞
の
﹁
定て
い

賜し

﹂（
二
字
と
も
動
作
の
対
象
（
の
し
か

る
べ
き
用
例
を
探
す
の
が
吃
緊
の
課
題
で
あ
る
︒
佐
野
三
家
（
屯
倉
（
と
い
う

地
名
の
直
後
に
﹁
定
賜
﹂
が
続
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
︑﹁
地
理
職
官
﹂
に
関

す
る
注
釈
の
方
針
を
真
先
に
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
︒
例
え
ば
清
・
馮
集
梧
﹁
樊

川
詩
注
自
序（

（（
（

﹂
の
﹁
昔
人
書
を
注
す
る
に
︑
取
証
の
書
︑
当
に
最
先
た
る
者
を

以
て
主
と
為
す
べ
し
と
謂
ふ
︒
此
れ
亦
た
以
て
概
論
し
難
し
﹂
と
い
う
主
張
で

あ
る
︒
最
善
の
用
例
探
し
は
勿
論
唐
以
前
の
も
の
だ
が
︑
第
二
の
策
と
し
て
暫

く
明
代
の
二
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒

　
第
一
例
は
﹁
巡
撫
雲
南
副
都
御
史（

（（
（

﹂
で
あ
る
何
孟
春
が
一
五
二
一
年
に
書
い

た
﹁
処
置
地
方
疏（

（（
（

﹂
で
あ
る
︒

伏
望
皇
上
軫
念
邊
遐
︐
魑
魅
陰
崖
︐
始
仰
光
于
天
日
︐
草
茅
棄
地
︐
行
獲

稔
于
桑
麻
︐
軍
民
憔
悴
︐
于
此
望
以
息
肩
︒
疆
野
經
營
︐
于
今
幸
粗
就
緒
︐

特
敕
該
部
早
加
議
處
︐
將
應
開
建
所
治
︐
定
賜
所
名
；
水
田
旱
地
︐
已
立

營
屯
土
地
；
原
有
民
糧
︐
照
例
除
豁
；
行
令
臣
等
︐
遵
照
施
行
︐
地
方
生

靈
幸
甚
︐
臣
等
幸
甚
︒（
伏
し
て
望
む
ら
く
は
皇
上
辺
遐
を
軫
念
し
︑
魑
魅
の

陰
の
崖
︑
始
め
て
光
を
天
日
に
仰
ぎ
︑
草
茅
の
棄
地
︑
ゆ
く
ゆ
く
ま
さ
に
稔
り

を
桑
麻
に
獲
ん
と
し
︑
軍
民
憔
悴
し
て
︑
此
に
以
て
肩
を
息
ま
ん
こ
と
を
望
む
︒

疆
野
の
経
営
︑
今
に
幸
は
ひ
ほ
ぼ
緒
に
就
き
︑
特
に
該
部
に
勅
し
て
早
く
議
処

を
加
へ
︑
将
に
所
治
を
開
建
す
べ
く
︑
所
名
を
定
賜
す
べ
し
︒
水
田
・
旱
地
も

已
に
営
屯
土
地
を
立
て
︑
も
と
よ
り
有
る
民
糧
も
例
に
照
し
て
豁
を
除
き
︑
臣

等
に
行
令
し
て
︑
遵
照
し
て
施
行
せ
よ
︒
地
方
の
生
霊
幸
甚
︑
臣
等
幸
甚
な
ら

ん
（

　
即
ち
︑
屯
田
兵
が
地
域
開
発
の
た
め
に
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
の
で
︑
そ
の

進
展
に
合
わ
せ
て
﹁
所
名
を
定
賜
﹂
す
る
よ
う
に
と
明
の
武
宗
に
申
し
出
た
︑

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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第
二
例
は
﹁
総
督
両
広
兼
巡
撫（

（（
（

﹂
で
あ
る
王
守
仁
が
書
い
た
﹁
処
置
八
寨
断

藤
峽
以
図
永
安
疏（

（（
（

﹂（
一
五
二
八
（
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
八
寨
之
賊
﹂

（
八
寨
の
賊
（
を
平
定
し
た
後
︑﹁
各
率
土
兵
入
屯
八
寨
（
略
（
以
分
屯
其
所
遺
之

田
﹂（
各
土
兵
を
率
ゐ
て
八
寨
に
入
屯
し
（
略
（
以
て
其
の
所
遺
の
田
を
分
屯
す
（
と

の
措
置
を
採
っ
た
︒
そ
し
て
︑﹁
那
久
﹂
と
い
う
﹁
村
﹂
を
新
し
い
県
に
設
立
す

る
よ
う
に
と
提
案
す
べ
く
︑﹁
伏
乞
聖
明
裁
允
︐
仍
定
賜
縣
名
︐
選
官
給
印
︐
地

方
幸
甚
﹂（
伏
し
て
聖
明
の
裁
允
を
乞
ふ
︑
仍
り
て
県
名
を
定
賜
し
︑
官
を
選
び
印
を

給
ひ
︑
地
方
幸
甚
な
ら
ん
（
と
言
上
し
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
隆
安
縣
名
︐
由
皇
帝

定
賜
︐
冀
祈
置
縣
之
後
帝
業
隆
盛
︐
社
稷
安
寧（

（1
（

﹂（
隆
安
の
県
名
︑
皇
帝
よ
り
定

賜
さ
れ
︑
ね
が
は
く
は
置
県
の
後
︑
帝
業
隆
盛
し
︑
社
稷
を
安
寧
せ
ん
こ
と
を
（
と

い
う
︒
つ
ま
り
︑
屯
田
兵
が
辺
陲
に
安
定
を
も
た
ら
す
中
で
︑
明
の
世
宗
が
自

ら
統
治
の
拠
点
に
新
名
を
﹁
定
賜
﹂
し
た
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　
整
理
す
る
と
︑
十
六
世
紀
の
中
国
の
南
部
辺
境
地
域
で
屯
田
の
兵
力
が
奏
功

し
た
た
め
︑
前
後
任
の
天
子
は
行
政
地
区
の
新
地
名
を
﹁
定
賜
﹂
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
︒
八
世
紀
の
天
武
朝
も
︑
同
様
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
本
州
の

東
国
辺
陬
で
規
模
の
あ
る
﹁
三
家
﹂（
屯
倉
（
が
で
き
た
以
上
︑﹁
佐
野
﹂
と
い

う
名
を
最
高
統
治
者
か
ら
﹁
定
賜
﹂
さ
れ
た
の
も
頷
け
る
︒
省
略
さ
れ
た
主
語

を
補
完
す
る
な
ら
︑
一
句
は
﹁
佐
野
三
家
（
天
子
（
定
賜
健
守
命
﹂
と
な
る
だ

ろ
う
︒

⑶
語
順

　
伴
信
友（

（（
（

が
﹁
長チ
ャ

利ウ
リ

僧ソ
ウ

母
ハ
ヽ
ノ

爲
タ
メ
ニ

記シ
ル

定
ス
サ
ダ

文メ
フ

也ミ
ナ
リ﹂

と
い
う
和
文
的
な
読
み
下
し
文
を

提
出
し
︑
そ
れ
を
受
け
て
︑
近
藤
瓶
城（

（（
（

も
﹁
長
利
僧
母ハ
ヽ

爲ノ

記
ニ
シ
ル
ス

定サ
タ
メ

文
也ナ
リ

﹂
と
い

う
訓
み
方
を
示
し
た
︒
そ
う
し
た
方
向
を
さ
ら
に
推
進
し
た
の
が
内
藤
虎
次
郎（

（（
（

で
あ
り
︑
彼
は
﹁
母○

爲○

記○

定○

文○

也○

﹂
と
い
う
圏
点
を
付
け
た
う
え
で
︑
正
格
漢

文
体
で
は
な
い
と
い
う
認
定
を
し
て
い
る
︒
藤
堂
明
保
﹁
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣

の
解
読（

（（
（

﹂
も
﹁「
母ノ

為メ
ニ」（

漢
文
な
ら
為
母
（﹂
と
詳
説
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

﹁
為
﹂
の
品
詞
に
関
し
て
は
︑﹁
為
に
﹂
な
ら
ば
去
声
で
読
む
べ
き
介
詞
で
あ
る

が
︑
平
声
で
読
む
動
詞
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
︒
ま
た
︑﹁
也
﹂
字
は

文
末
に
来
て
い
る
た
め
当
然
漢
文
の
断
定
を
表
す
助
字
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
︒
そ
の
漢
文
脈
を
汲
み
取
る
場
合
︑
句
切
り
方
を
三
（
母
為
記
（・
三
（
定
文

也
（
の
方
向
か
ら
思
索
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
前
の
三
字
と
し
て
は
︑
唐
・
張
読
﹃
宣

室
志
﹄
の
﹁
樊
欽
賁（

（（
（

﹂
故
事
を
重
視
し
た
い
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
寇
天
師
謙
之
︐

後
魏
時
得
道
者
也
︐
常
刻
石
為
記
︐
藏
於
嵩
山
﹂（
寇
天
師
謙
之
︑
後
魏
の
時
の

得
道
者
な
り
︑
常
に
刻
石
し
て
記
を
為
し
︑
嵩
山
に
蔵
せ
り
（
と
い
う
︒
そ
の
銘
文

話
に
︑﹁
主
語
＋
刻
石
為
記
﹂
の
文
型
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
導
入
す
る

と
︑
本
碑
の
﹁
母
（
刻
石
（
為
記
﹂
と
い
う
漢
文
体
の
動
詞
句
が
浮
か
び
上
が

る
は
ず
で
あ
る
︒
後
の
三
字
に
至
っ
て
は
︑
明
ら
か
に
﹁
二
字
動
詞
＋
也
﹂
の

組
み
立
て
で
あ
る
︒
群
馬
県
出
身
の
僧
で
あ
る
林
常
快
道
（
撰
（﹃
阿
毘
達
磨
倶

舎
論
法
義
第
二（

（（
（

﹄
を
捲
る
と
︑﹁
理
爲
レ

量
︒
論
要
有
二

經
證
一

︒
方
可
レ

定
レ

文
︒

若
與
レ

經
違
︒
理
必
可
レ

壞
︒
不
レ

應
三

隨
レ

意
輙
改
二

論
文
一

﹂
と
い
う
一
節
が
検
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出
で
き
る
︒
読
み
下
す
と
﹁
理
は
量
り
と
為
し
︑
論
は
経
証
の
有
る
を
要
し
て
︑

方
に
文
を
定
む
べ
し
︒
も
し
経
と
違
は
ば
︑
理
必
ず
壊
る
べ
し
︒
意
に
随
ひ
て

輒た
や
すく
論
文
を
改
む
べ
か
ら
ず
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
定
文
﹂
の
前
提
は
経
証
の
有

無
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
︒
本
碑
を
再
読
す
れ
ば
︑﹁
黒
売
刀
自
﹂
が
そ
の
子
﹁
長

利
僧
﹂
の
た
め
に
母
と
父
双
方
の
系
譜
を
述
べ
る
に
際
し
て
︑
手
元
に
は
必
然

的
に
二
つ
の
家
譜
を
握
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
複
数
枚
の
書
証
に
徴
し
つ
つ

﹁
定
文
﹂
し
た
結
果
︑
否
定
の
さ
れ
よ
う
が
な
い
意
を
表
す
﹁
也
﹂
と
い
う
文
末

助
字
を
追
加
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

⑷
系
譜

　
熊
倉
浩
靖
﹁
古
典
と
し
て
の
上
野
三
碑（

（（
（

﹂
に
よ
る
と
︑﹁
日
本
語
の
語
順
に
並

べ
れ
ば
︑︽
男
性
が
︑
女
性
を
娶
し
生
む
児
︾
か
︽
女
性
を
︑
男
性
が
娶
し
生
む

児
︾
の
語
順
に
な
る
︒
山
上
碑
は
︽
女
性
を
︑
男
性
が
娶
し
生
む
児
︾
の
語
順

の
形
と
見
ら
れ
︑
山
上
碑
が
︑
女
性
で
あ
る
「
母
」
を
中
心
に
描
い
て
い
る
﹂

と
い
う
︒
し
か
し
︑︽
女
性
を
︑
男
性
が
娶
し
生
む
児
︾
と
い
う
語
順
は
果
し
て

漢
文
体
に
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
検
証
の
た
め
に
司
馬
遷
﹃
史
記
﹄
の
列
伝

を
紐
解
く
必
要
が
あ
る
︒
南
越
明
王
と
そ
の
王
后
と
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
︑

﹁
嬰
齊
其
入
宿
衞
在
長
安
時
︒
取
邯
鄲
樛
氏
女
︒
生
子
興
︒
及
卽
位
︒
上
書
請

立
樛
氏
女
爲
后
︒
興
爲
嗣
︒﹂（
嬰
斉
︑
其
の
入
つ
て
宿
衛
し
て
︑
長
安
に
在
る
時
︑

邯
鄲
の
樛き
う

氏
の
女
を
取め
と

つ
て
子
興
を
生
む
︒
位
に
即
く
に
及
ん
で
︑
上
書
し
て
請
ふ
︑

﹃
樛
氏
の
女
を
立
て
て
后
と
為
し
興
を
嗣
と
為
さ
ん
﹄
と（

（（
（

︒（
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

班
固
﹃
漢
書（

（（
（

﹄
の
南
粤
王
伝
に
も
似
た
記
載
が
あ
る
が
︑
第
一
句
の
み
簡
潔
に

﹁
嬰
齊
在
長
安
時
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
二
大
正
史
と
も
王
を
中
心
に
し
つ
つ
后

を
従
属
的
に
書
き
進
め
た
一
般
的
な
構
文
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
異
国
の
后
に

な
っ
た
こ
と
の
話
題
性
が
あ
る
た
め
︑
中
国
の
出
身
地
の
史
家
は
見
逃
さ
ず
に

お
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
現
れ
と
し
て
︑
李
世
昌
（
他
纂
修
（﹃
邯
鄲

県
志（

（1
（

﹄
に
﹁
南
粵
王
嬰
齊
摎
后
邯
鄲
人
嬰
齊
宿
衛
在
長
安
時
所
娶
生
子
興
及
卽

位
立
爲
后
﹂
と
い
う
﹁
漢
書
南
粤
王
伝
﹂
の
再
話
が
見
え
る
︒
読
み
下
す
と
﹁
南

粤
王
嬰
斉
の
摎
后
︑
邯
鄲
人
︒
嬰
斉
宿
衛
し
て
長
安
に
在
る
時
娶
り
し
所
︑
子

興
を
生
む
︒
位
に
即
く
に
及
ん
で
立
て
て
后
と
為
す
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
︒
留
意

す
べ
き
は
︑
今
度
は
地
元
の
誇
り
に
思
え
る
后
を
中
心
に
書
き
換
え
て
い
く
方

針
で
あ
る
︒
波
線
を
付
し
た
と
お
り
︑
美
談
の
中
に
﹁
摎
后
﹂
↓
﹁
嬰
斉
﹂（
明

王
（
↓
﹁
娶
生
﹂
↓
﹁
子
﹂（
哀
王
（
と
い
う
順
序
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︽
女
性
を
︑

男
性
が
娶
し
生
む
児
︾
と
い
う
語
順
と
一
致
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ゆ

え
に
︑
語
順
だ
け
を
根
拠
に
和
文
体
と
認
定
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
︒

　
従
来
︑
本
碑
文
を
解
読
す
る
際
に
は
純
漢
文
の
語
法
が
過
小
評
価
さ
れ
て
き

た
憾
み
が
あ
る
︒
漢
文
の
様
々
な
可
能
性
は
金
石
文
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
公

文
書
・
類
書
・
漢
訳
仏
典
・
正
史
・
方
志
な
ど
に
も
散
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
︒
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
結
果
︑﹁
日
本
語
で
し
か
読
め
な
い
﹂
と
は
言
え

な
い
事
実
が
浮
上
し
た
︒
本
碑
四
行
目
の
﹁
~
也
﹂
と
い
う
漢
文
の
要
素
が
あ

る
こ
と
か
ら
︑
正
格
漢
文
体
に
立
脚
し
て
一
か
ら
解
読
を
推
し
進
め
直
す
べ
き

で
あ
ろ
う
︒
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和
文
説
が
近
代
国
家
の
富
国
強
兵
と
と
も
に
盤
石
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
何

人
も
否
定
し
得
ず
︑
そ
の
背
後
に
は
何
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
疑

わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
の
際
︑
山
崎
馨（

（（
（

の
指
摘
を
傾
聴
す
べ
き
だ
ろ
う
︒

そ
こ
に
は
日
本
人
が
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
段
階
に
お
い
て
漢
字
と
い
う

先
進
の
異
文
化
に
接
触
し
︑
シ
ナ
語
的
な
発
想
に
よ
る
表
現
か
ら
出
発
し

て
︑
次
第
に
日
本
語
的
な
発
想
を
漢
字
に
よ
っ
て
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
︑

言
わ
ば
主
体
性
を
確
立
し
て
ゆ
く
足
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
つ
ま
り
︑
漢
字
の
外
衣
に
覆
わ
れ
て
い
る
和
文
の
発
見
を
通
じ
て
︑
日
本
人

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
思
惑
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
さ
す
れ

ば
︑
よ
し
ん
ば
山
上
碑
が
﹁
た
ど
た
ど
し
い
和
文
（
日
本
式
漢
文
（
で
記
す（

（（
（

﹂
と

い
う
瑕
疵
を
抱
え
て
い
て
も
︑
自
己
同
一
性
の
運
動
の
た
め
に
和
文
体
を
あ
え

て
認
定
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
一
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三
　
石
誌
の
ジ
ャ
ン
ル

　
本
碑
の
基
本
的
な
性
質
に
つ
い
て
は
︑
三
つ
の
説
が
対
立
し
て
い
る
︒
一
つ

目
は
群
馬
県
の
考
古
学
者
尾
崎
喜
左
雄（

（（
（

の
次
の
よ
う
な
旧
説
で
あ
る
︒

本
碑
文
を
仮
に
二
項
目
に
分
け
て
︑﹁
佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
売
刀

自
此
新
川
臣
児
斯
多
々
弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児
﹂
を
前
項
︑﹁
長
利
僧
母

為
記
定
文
也
﹂
を
後
項
と
し
て
見
る
と
︑
前
項
は
長
利
僧
の
系
図
を
あ
げ
︑

後
項
は
碑
文
の
目
的
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒

　
そ
の
う
え
で
︑﹁
墳
墓
と
合
せ
て
見
る
時
に
︑
こ
の
類
の
も
の
に
墓
誌
が
あ

る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
見
定
め
て
い
る
︒
要
す
る
に
︑
前
項
の
家
系
図
と
後
項
の

墓
誌
銘
か
ら
な
る
並
立
的
な
構
造
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
二
つ
目
は
︑
漢
字
美

術
研
究
者
田
淵
保
夫（

（（
（

の
﹁
そ
の
系
図
を
記
し
た
墓
誌
で
あ
る
﹂
と
す
る
︑
い
わ

ば
系
図
を
従
に
し
つ
つ
墓
誌
を
主
と
す
る
説
で
あ
る
︒
三
つ
目
は
︑
小
谷
博
泰（

（（
（

の
本
銘
を
﹁
墓
誌
で
は
な
い
﹂
と
す
る
説
で
あ
る
︒
こ
れ
と
同
調
す
る
東
野
治

之（
（（
（

は
﹁
碑
文
を
直
ち
に
墓
誌
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
し
て
墓
誌

説
を
否
定
し
︑﹁
こ
の
碑
は
山
ノ
上
古
墳
に
葬
ら
れ
た
黒
売
刀
自
の
系
譜
を
顕

彰
す
る
目
的
で
︑
そ
の
近
傍
に
建
て
ら
れ
た
﹂
と
見
て
︑
本
碑
全
文
の
モ
チ
ー

フ
は
系
譜
に
あ
る
︑
と
主
張
し
て
い
る
︒

　
確
か
に
系
譜
字
数
の
割
当
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
か
ら
に
は
︑
東
野
説
を

支
持
す
べ
き
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
陳
爽
﹃
出
土
墓
誌
所
見
中
古
譜
牒
研
究（

（（
（

﹄
に

よ
る
と
︑﹁
譜
を
引
き
志
に
入
れ
︑
譜
を
石
に
鐫ゑ

る
﹂
と
い
う
方
法
と
︑﹁
こ
の

よ
う
な
家
族
の
系
譜
を
碑
誌
に
録
し
入
れ
る
や
り
方
は
︑
漢
代
か
ら
す
で
に
歴

史
伝
統
が
あ
り
﹂
と
い
う
展
開
が
既
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
本
碑
成
立
の

背
景
に
は
︑
系
譜
を
抱
え
込
み
つ
つ
墓
誌
銘
の
措
辞
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
た
め
︑

田
淵
説
は
最
も
首
肯
で
き
る
︒
た
だ
︑
次
節
で
論
じ
る
よ
う
に
﹁
系
譜
﹂
を
﹁
記
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し
た
﹂
の
で
は
な
く
て
︑﹁
引
用
し
た
﹂
一
種
の
墓
誌
と
見
極
め
た
ほ
う
が
精
確

だ
ろ
う
︒

　
そ
も
そ
も
﹁
墓
誌
﹂
に
は
﹁
石
誌
﹂
と
い
う
異
称
が
あ
る
︒
浙
江
大
学
﹃
中

国
歴
代
墓
誌
数
拠
庫
﹄（http://csid.zju.edu.cn/tom

b/

（
を
活
用
し
つ
つ
調
べ
る

と
︑﹁
墓
誌
﹂
と
い
う
用
語
を
碑
面
に
刻
入
し
た
初
期
の
実
例
は
︑
四
六
四
年
の

﹁
宋
故
建
威
將
軍
・
齊
北
海
二
郡
太
守
・
笠
鄉
侯
・
東
陽
城
主
︒
劉
府
君
墓
誌

銘（
（（
（

﹂
を
冒
頭
に
置
く
文
字
資
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
︒﹁
石
誌
﹂
の
用
例
も
︑
早

く
も
六
〇
八
年
の
﹁
隋
左
光
祿
大
夫
岐
州
刺
史
李
公
第
四
女
石
誌
銘
并
序（

（（
（

﹂
と

書
き
起
こ
し
た
文
献
よ
り
見
届
け
ら
れ
る
︒
六
八
四
年
に
至
る
と
︑
蓋
に
﹁
大

唐
故
郭
府
君
墓
誌
銘（

（1
（

﹂
と
あ
り
︑
冒
頭
に
﹁
大
唐
故
濮
州
刾
史
太
原
郭
府
君
石

誌
銘
并
序
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
用
例
が
あ
る
の
で
︑
互
い
に
置
き
換
え
合
う
両

者
の
同
義
関
係
が
認
め
ら
れ
る
︒

　
こ
の
﹁
石
誌
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
最
も
重
要
な
の
は
︑
南
朝
の
文

人
王
儉
（
四
五
二
~
四
八
九
（
が
著
し
た
﹃
喪
礼（

（（
（

﹄
の
定
義
で
あ
ろ
う
︒（
波
線

は
筆
者
（

施
石
誌
於
壙
裏
︐
禮
無
此
制
︒
魏
侍
中
繆
襲
改
葬
父
母
︐
制
墓
下
題
版
文
︒

原
此
旨
︐
將
以
千
載
之
後
︐
陵
谷
遷
變
︐
欲
後
人
有
所
聞
知
︒
其
人
若
無

殊
才
異
德
者
︐
但
紀
姓
名
︑
歷
官
︑
祖
父
︑
姻
媾
而
已
︒
若
有
德
業
︐
則

爲
銘
文
︒（
石
誌
を
壙
は
か
あ
なの

裏
に
施
す
は
︑﹃
礼
﹄
に
此
の
制
無
し
︒
魏
の
侍
中
繆

襲
父
母
を
改
葬
し
︑﹁
墓
下
題
版
文
﹂
を
制
せ
り
︒
原
よ
り
此
の
旨
︑
将
に
千
載

の
後
︑
陵
谷
遷
変
を
以
て
後
人
に
聞
き
知
る
所
有
ら
む
と
欲
す
︒
其
の
人
若
し

殊
才
異
徳
無
け
れ
ば
︑
た
ゞ
姓
名
・
歴
官
・
祖
父
・
姻い

ん

媾こ
う

を
紀
す
の
み
︒
若
し

徳
業
有
ら
ば
︑
則
ち
銘
文
を
為
す
（

　
王
儉
の
提
出
し
た
基
本
的
な
原
則
は
︑
そ
の
ま
ま
本
碑
の
撰
文
者
に
よ
っ
て

導
入
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
理
由
は
次
の
二
点
に
尽
き
る
︒

⑴
黒
売
刀
自
に
特
殊
な
才
能
が
な
い
た
め
︑
記
入
さ
れ
た
の
は
主
に
四
大

要
項
︱
︱
姓
名
（
黒
賣
（・
歴
官
（
佐
野
三
家
の
刀
自
（・
祖
父
（
健
守
命
（・

姻
媾
（
此
︑
新
川
臣
児
斯
多
〻
弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児
長
利
僧
（
だ
け
で

あ
る
︒

⑵
韻
文
の
銘
辞
が
な
い
の
は
︑
黒
売
刀
自
に
大
し
た
徳
業
が
な
か
っ
た
こ

と
に
起
因
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
黒
売
は
女
性
な
の
で
︑﹁
歴
官
﹂
規
則
の
適
応
外
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
た
だ
︑

八
~
九
世
紀
の
二
例
を
見
る
と
﹁
刀
自
﹂
と
い
う
の
は
﹁
歴
官
﹂
の
範
疇
に
準

じ
て
載
せ
ら
れ
る
事
項
ら
し
い
︒
一
つ
目
は
﹁
奈
良
時
代
の
女
官（

（（
（

﹂
を
務
め
た

﹁
武
蔵
家
刀
自
﹂
で
あ
り
︑
二
つ
目
は
︑
福
島
県
荒
田
目
条
里
遺
跡
出
土
の
﹁
郡

符
︑
里
刀
自（

（（
（

﹂
木
簡
で
あ
る
︒
後
者
に
つ
い
て
は
義
江
明
子（

（（
（

に
よ
る
と
︑﹁「
郡

符
」
が
「
里
刀
自
」
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑「
里
刀
自
」
と
呼
ば
れ
る
女

性
が
︑
半
公
的
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
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あ
る
︒
私
的
に
せ
よ
公
的
に
せ
よ
官
に
近
い
﹁
刀
自
﹂
の
こ
と
だ
か
ら
取
り
入

れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
二
世
紀
前
に
示
さ
れ
て
い
た
執
筆
方
針
を
利
用
し
て
遺
憾
な

く
反
映
さ
せ
て
い
る
た
め
︑
本
碑
は
﹁
辛
己
石
誌
﹂
だ
と
位
置
づ
け
て
よ
い
︒

　
本
碑
を
議
論
す
る
に
際
し
て
は
︑
で
き
る
だ
け
古
い
石
誌
を
取
り
上
げ
た
い

が
︑
ま
だ
出
土
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
た
め
︑
次
善
の
策
を
採
ら
ざ
る
を
え

な
い
場
合
が
あ
る
︒
こ
の
点
︑
銭
鍾
書
﹃
談
芸
録（

（（
（

﹄
の
﹁
若
し
詞
の
来
歴
を
求

め
得
る
と
雖
も
︑
そ
の
詞
の
意
な
ほ
不
明
了
︑
須
ら
く
合
せ
て
同
時
及
び
後
人

の
語
を
観
て
︑
方
に
能
く
解
会
す
べ
し
︒
則
ち
亦
た
へ
だ
て
て
外
に
し
て
は
宜

し
か
ら
ず
﹂
と
い
う
主
張
に
共
鳴
を
覚
え
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
注
目
に
値
す
る

の
は
曹
汛
が
翻
刻
し
た
一
〇
五
一
年
の
﹁
夏
蘊
石
棺
記（

（（
（

﹂
で
あ
る
︒

大
契
丹
國
故
左
班
殿
直
銀
青
崇
祿
大
夫
檢
校
左
散
騎
常
侍
兼
殿
中
侍
御
史

騎
都
尉
譙
國
郡
夏
公
諱
蘊
以
重
熙
紀
躔
二
十
禩
歲
在
單
閼
律
中
仲
呂
蓂
生

十
有
一
葉
乙
時
遷
葬
於
中
都
南
十
里
田
莊
之
北
原
夫
人
清
河
張
氏
祔
焉
故

直
書
其
事
愧
於
不
文
庸
為
記
爾
（
大
契
丹
国
故
左
班
殿
直
︑
銀
青
崇
禄
大
夫
︑

検
校
左
散
騎
常
侍
︑
兼
殿
中
侍
御
史
︑
騎
都
尉
︑
譙
国
郡
夏
公
︑
諱
は
蘊
︑
重

熙
の
紀と

し

躔や
ど

る
二
十
の
禩と
し

を
以
て
︑
歳
単う
ど
し閼

に
在
り
︑
律
仲
呂
に
中
り
︑
蓂め
い

十
有

一
葉
生
え
て
乙
時
︑
中
都
南
十
里
田
荘
の
北
原
に
遷
葬
せ
り
︒
夫
人
清
河
の
張

氏
祔
あ
は
せ
ま
つれ
り
︒
故
に
そ
の
事
を
直
書
し
︑
不
文
に
愧
ぢ
︑
庸な
み

に
記
を
為
す
の
み
（

　
文
中
の
時
期
を
よ
り
砕
け
た
表
現
で
言
い
換
え
れ
ば
︑
重
熙
二
十
年
辛
卯
︑

四
月
十
一
日
と
な
る
だ
ろ
う
︒
曹
汛（

（（
（

は
王
儉
﹃
喪
礼
﹄（
先
述
し
た
波
線
部
分
（

を
引
用
し
た
う
え
で
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

実
は
︑
南
北
朝
な
い
し
隋
唐
以
来
︑
こ
の
礼
制
に
遵
う
も
の
は
多
く
な
い
︒

そ
し
て
夏
蘊
の
記
墓
文
字
は
（
略
（
銘
文
が
な
く
︑
記
に
﹁
直
書
其
事
﹂

と
い
っ
て
︑
行
文
に
僅
か
姓
名
・
官
職
・
姻
媾
及
び
遷
葬
の
時
間
場
所
を

記
し
︑
簡
単
明
快
に
し
て
一
句
の
諛
詞
も
な
い
︒
こ
れ
は
当
時
の
記
墓
文

字
の
中
で
も
多
く
見
ら
れ
な
い
︒

　
し
て
み
れ
ば
︑
同
じ
王
儉
の
﹁
石
誌
﹂
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑﹁
夏

蘊
石
棺
記
﹂
は
四
大
要
項
の
う
ち
祖
父
を
省
略
し
た
代
わ
り
に
︑
遷
葬
の
情
報

を
追
加
し
た
︒
そ
れ
に
比
す
る
と
︑
本
碑
執
筆
者
は
王
儉
の
礼
制
を
忠
実
に
守

り
抜
い
た
も
の
だ
と
認
め
ら
れ
る
︒

　
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
特
殊
性
に
つ
い
て
︑
許
子
栄（

（（
（

の
貴
重
な
考
察
が
あ
る
︒
彼

は
﹁
夏
蘊
石
棺
記
﹂
を
取
り
上
げ
て
︑
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

実
は
こ
れ
こ
そ
極
め
て
簡
素
化
さ
れ
た
墓
誌
銘
だ
か
ら
︑
多
く
﹁
記
﹂（
時

に
は
﹁
銘
﹂
と
も
（
と
称
さ
れ
て
い
る
︒（
略
（﹁
直
書
其
事
︐
愧
於
不
文
︐

庸
為
﹃
記
﹄
爾
︒﹂
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
は
葬
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
点
と

い
え
る
し
︑
墓
誌
銘
と
主
に
区
別
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
字
数
が
少
な
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く
て
︑
た
だ
簡
単
に
事
を
記
し
︑
文
采
に
気
を
使
わ
ず
︑
簡
便
に
し
て
行

い
易
く
︑
節
倹
に
都
合
が
よ
い
ゆ
え
に
︑
遼
金
の
時
代
一
般
官
民
の
喪
葬

は
多
く
こ
の
文
体
を
採
用
し
た
︒

　
従
っ
て
こ
れ
は
︑
五
世
紀
以
来
の
﹁
石
誌
﹂
の
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
十
~

十
三
世
紀
の
北
方
皇
朝
に
お
け
る
﹁
節
倹
﹂
の
気
風
の
も
と
で
︿
記
﹀
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
を
獲
得
し
た
も
の
︑
と
見
通
し
う
る
︒
そ
の
展
開
の
有
り
様
は
本
碑

の
成
立
論
を
検
討
す
る
際
に
︑
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
︒

　
本
碑
は
﹁
葬
﹂
字
が
な
い
の
で
︑﹁
葬
記
﹂
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
隣
接
す

る
古
墳
を
考
慮
に
入
れ
て
﹁
墓
記
﹂
だ
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
北
京
図

書
館
金
石
組
﹁
北
京
図
書
館
蔵
石
刻
叙
録
（
十
三（

（（
（

（﹂
に
よ
る
と
︑﹁
墓
志
を
称

し
て
墓
記
と
為
す
あ
り
﹂
と
い
う
︒
そ
の
意
味
で
の
︿
記
﹀
の
は
ず
で
あ
る
︒

　
本
碑
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
六
八
一
年
当
時
の
統
治
者
も
︑﹃
日
本
書
紀（

（1
（

﹄

に
よ
れ
ば
︑﹁
節
倹
﹂
と
い
う
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
︒
年
表
だ
け
を
見
る
と
天

武
天
皇
の
治
世
中
だ
が
︑
実
は
そ
の
八
年
前
︑
鸕
野
讃
良
皇
女
が
皇
后
に
即
位

し
て
い
た
︒
以
来
︑
皇
后
は
﹁
佐
天
皇
定
天
下
︒
毎
於
侍
執
之
際
︑
輙
言
及
政

事
︑
多
所
毘
補
﹂（
天
皇
を
佐
け
て
天
下
を
定
め
た
ま
ふ
︒
毎
に
侍じ

　執し
つ

の
際
に
︑
輙す
な
はち

言の
た
まふ

こ
と
︑
政
事
に
及い
た

し
︑
毘ひ

補ほ

し
た
ま
ふ
所
多
し
（
と
い
う
役
割
を
果
た
す
よ
う

に
な
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
北
山
茂
夫
﹃
日
本
古
代
政
治
史
の
研
究（

（（
（

﹄

に
お
い
て
﹁
天
武
の
専
制
政
治
は
︑
か
れ
と
皇
后
と
の
共
治
と
い
う
特
異
な
性

質
を
強
く
帯
び
て
い
る
﹂
と
正
し
く
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
︒

　
ま
た
︑
持
統
紀
五
年
（
六
九
一
年
（
八
月
辛
亥
条
に
よ
れ
ば
﹁
詔
十
八
氏
︑ 

大
三
輪
・
雀
部
・
石
上
・
藤
原
・
石
川
・
巨
勢
・
膳
部
・
春
日
・
上
毛
野
・

大
伴
・
紀
伊
・
平
群
・
羽
田
・
阿
倍
・
佐
伯
・
采
女
・
穂
積
・
阿
曇
︒上
進
其
祖
等
墓
記
﹂（
十
八
氏

に
詔
し
て
︑
大
三
輪
・
雀
部
・
石
上
・
藤
原
・
石
川
・
巨
勢
・
膳
部
・
春
日
・
上
毛
野
・
大
伴
・
紀
伊
・
平
群
・
羽
田
・

阿
倍
・
佐
伯
・
采
女
・
穂
積
・
阿
曇
︒
其
の
祖お
や

等た
ち

の
墓
記
を
上た
て

進ま
つ

ら
し
む
（
と
い
う
明
詔
を
公
に

し
た
︒
そ
う
す
る
と
︑
持
統
皇
后
は
ず
っ
と
﹁
節
倹
﹂
を
尊
ん
で
き
た
の
み
な

ら
ず
︑
上
野
国
に
お
け
る
豪
族
上
毛
野
氏
な
ど
に
先
祖
代
々
の
墓
記
を
提
出
す

る
よ
う
に
と
要
望
し
た
︒
そ
の
詔
書
が
発
布
す
る
十
年
前
に
︑
本
碑
撰
文
者
は

一
足
早
く
︑﹁
石
誌
﹂
の
う
ち
最
も
節
倹
の
精
神
を
表
せ
る
書
き
方
を
選
ぶ
に
及

ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
︒
ゆ
え
に
︑﹁
母
為
︿
記
﹀﹂
と
直
さ
ね
ば
︑

ジ
ャ
ン
ル
を
正
し
く
識
別
し
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
︒

四
　
漢
魏
晋
の
石
刻
家
譜

　
で
は
本
碑
二
行
目
に
お
け
る
﹁
此
﹂
に
つ
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ

き
だ
ろ
う
か
︒
拓
本
の
問
題
を
ク
リ
ア
ー
し
た
黒
板
勝
美
は
﹁
此
れ
﹂
と
い
う

訓
み
を
提
唱
し
︑
以
来
︑
有
力
な
説
に
な
っ
て
広
汎
に
支
持
さ
れ
て
い
る
が
︑

こ
の
点
に
は
︑
東
野
治
之（

（（
（

が
率
先
し
て
疑
義
を
呈
し
︑﹁
此
の
新
川
臣
﹂
と
い
う

読
み
下
し
方
を
提
示
し
て
︑
次
の
よ
う
に
黒
板
説
を
批
判
し
て
い
る
︒

こ
の
字
は
従
来
﹁
こ
れ
﹂
と
読
ま
れ
て
き
た
が
︑
そ
う
読
め
ば
︑
上
の
黒

売
刀
自
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
系
譜
に
類
似
す
る
﹃
上
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宮
記
﹄
系
譜
で
も
︑
こ
の
よ
う
な
代
名
詞
は
挿
入
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
文
意

や
文
の
短
さ
か
ら
い
っ
て
も
︑
特
に
代
名
詞
が
必
要
と
は
思
わ
れ
な
い
︒

　
そ
の
う
え
で
︑﹃
万
葉
集
﹄
を
引
い
て
﹁「
此
」
は
︑「
こ
こ
」
の
意
味
と
も
解

さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂
と
い
う
﹁
一
案
﹂
も
示
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
黛

弘
道（

（（
（

の
提
供
し
た
﹃
上
宮
記
﹄
逸
文
の
翻
刻
と
訓
読
を
調
べ
る
と
︑﹁
此
﹂
が
二

箇
所
に
出
て
い
る
︒

⑴
（
略
（
娶
母
メ
㤙
己
麻
和
加
中
比
賣
生
児
大
郎
子
一
名
意
富
〻
等
王

（
略
（
弟
布
遅
波
良
己
等
布
斯
郎
女
四
人
也
此
意
富
々
等
王
娶
中
斯
知
命

生
児
乎
非
王
（（
略
（
母
メ
㤙
己
麻
和
加
中
比
売
に
娶
ひ
て
生
め
る
児
大
郎
子
︑

一
名
意
富
々
等
王
︑（
略
（
弟
布
遅
波
良
己
等
布
斯
郎
女
の
四
人
な
り
︒
此
の
意お

富ほ

ほ々

等ど

王
︑
中
斯
知
命
に
娶
ひ
て
生
め
る
児
乎
非
王
（

⑵
（
略
（
娶
余
奴
臣
祖
名
阿
那
尒
比
弥
生
児
都
奴
牟
斯
君
妹
布
利
比
弥
命

也
汙
斯
王
坐
弥
乎
国
高
嶋
宮
時
聞
此
布
利
比
賣
命
甚
美
女
（（
略
（
余
奴
臣

の
祖
︑
名
は
阿
那
尒
比
弥
に
娶
ひ
て
生
め
る
児
都
奴
牟
君
︑
妹
布
利
比
弥
命
に

娶
ひ
ま
す
︒
汙
斯
王
︑
弥
乎
の
国
の
高
嶋
の
宮
に
坐ま

し
し
時
︑
此
の
布
利
比
売

命
の
甚い
と

美う
る
はし
き
女
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
聞
き
て
（

　
こ
の
う
ち
⑴
の
場
合
で
︑
句
点
が
終
っ
た
直
後
︑
前
の
句
に
お
け
る
意
富
々

等
王
を
も
う
一
度
取
り
上
げ
る
た
め
に
﹁
此
の
﹂
を
用
い
て
い
る
︒
⑵
の
場
合
︑

男
性
の
主
語
の
も
と
︑
前
句
に
お
け
る
女
性
に
再
び
言
及
す
る
た
め
に
﹁
此

の
﹂
が
現
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒
本
碑
と
比
べ
る
と
︑
同
じ
﹁
此
﹂
字
が
使
わ
れ

て
い
る
が
︑
本
碑
の
前
後
の
修
飾
関
係
は
﹁
女
性
＋
此
＋
男
性
﹂
と
な
っ
て
い

る
た
め
︑﹃
上
宮
記
﹄
と
は
異
質
な
も
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

　
そ
の
よ
う
な
新
説
に
対
し
て
︑
熊
倉
浩
靖
﹃
増
補
版
・
上
野
三
碑
を
読
む（

（（
（

﹄

は
黒
板
の
旧
説
を
敷
衍
し
て
︑﹁
此こ
れ

を
﹂
と
し
た
う
え
で
︑﹁
問
題
は
︑
最
後
の

一
文
字
「
此
」
の
存
在
で
す
︒「
此
」
は
明
ら
か
に
「
黒
賣
刀
自
」
を
指
す
同
格

の
代
名
詞
で
す
﹂
と
強
調
し
て
い
る
︒
方
向
は
正
し
い
が
︑
残
念
な
が
ら
論
証

は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
こ
の
難
問
を
解
決
す
る
た
め
に
は
︑
陳
爽
﹃
出
土
墓
誌
所
見
中
古
譜
牒
研

究（
（（
（

﹄
の
指
摘
し
た
﹁
譜
を
引
き
志
に
入
れ
﹂
の
早
期
の
一
例
で
あ
る
﹁
孫
叔
敖

碑
﹂（
一
六
〇
年
（
を
避
け
て
は
端
緒
が
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
清
・
厳
可
均

（
輯
（
陳
延
嘉
（
他
校
点
主
編
（﹃
全
上
古
三
代
秦
漢
三
国
六
朝
文 

第
二
冊 

後
漢（

（（
（

﹄

か
ら
そ
の
一
部
分
を
掲
げ
て
み
よ
う
︒

素
聞
孫
君
楚
時
良
輔
︐
本
起
此
邦
︐
垂
名
於
後
︒
博
求
遺
苗
︐
曾
玄
孫
子
︐

考
龜
吉
辰
︐
五
月
辛
卯
︐
宜
以
存
廢
︐
可
立
碑
祀
（
略
（
世
伯
子
字
子
仲
︐

治
產
於
繚
虛
︐
有
六
男
一
女
:
大
子
字
長
都
︐
次
子
蘭
卿
︐
次
弟
字
仲
陽
︐

次
弟
字
叔
通
︐
次
弟
字
衛
公
︐
次
弟
字
劉
卿
︐
此
繚
宗
六
父
也
︒（
素
よ
り

聞
こ
ゆ
︑
孫
君
は
楚
時
の
良
輔
︑
本
此
の
邦
よ
り
起
ち
て
︑
名
を
後
に
垂
る
︒
博
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く
遺
苗
を
求
め
ば
︑
曾
玄
孫
子
あ
り
︑
亀
の
吉
辰
を
考
へ
︑
五
月
辛
卯
︑
存
廃

に
宜
し
く
︑
碑
祀
を
立
つ
べ
し
（
略
（
世
伯
の
子
字
子
仲
︑
産
を
繚
虚
に
治
む
︑

六
男
一
女
有
り
:
大
子
字
長
都
︑
次
子
蘭
卿
︑
次
弟
字
仲
陽
︑
次
弟
字
叔
通
︑
次

弟
字
衛
公
︑
次
弟
字
劉
卿
︑
此
は
繚
宗
六
父
な
り
（

　
初
代
の
孫
叔
敖
が
宰
相
に
な
っ
た
功
績
を
偲
ん
で
か
ら
︑
子
孫
に
当
た
る
繚

宗
の
六
父
が
登
場
し
た
︑
と
い
う
︒
重
要
な
の
は
︑
人
名
を
述
べ
た
後
に
動
詞

ま
た
は
助
動
詞
が
一
切
入
ら
ず
に
︑﹁
此
﹂
字
が
く
っ
付
く
よ
う
な
書
き
方
で
あ

る
︒
こ
の
例
に
従
え
ば
︑
山
上
碑
の
﹁
黒
賣
刀
自
此
﹂
の
﹁
此
﹂
も
﹁
こ
れ
﹂

と
読
む
べ
き
で
あ
る
︒
井
上
通
泰
の
﹁
此
は
コ
ハ
と
訓
む
べ
し
︒
此
刀
自
ハ
と

な
り（

（（
（

﹂
と
い
う
意
見
を
傾
聴
す
れ
ば
︑
も
っ
と
簡
潔
な
文
語
に
な
る
に
違
い
な

い
︒

　
な
お
︑
晋
隋
（
三
~
七
世
紀
（
に
か
け
て
の
家
譜
を
墓
誌
に
刻
み
込
ん
だ
文
字

資
料
を
研
究
し
た
陳
爽
﹃
出
土
墓
志
所
見
中
古
譜
牒
研
究（

（（
（

﹄
に
よ
る
と
︑﹁
両
晋

南
北
朝
の
墓
誌
中
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
改
行
・
字
下
げ
・
空
格
・
空
白
開
け
等

の
特
殊
書
式
の
文
字
は
︑
家
族
譜
牒
か
ら
直
接
に
抄
録
ま
た
は
抜
粋
し
た
も
の

で
あ
る
﹂
と
推
論
し
て
い
る
︒
本
碑
の
場
合
︑
石
誌
の
成
立
を
助
け
る
べ
く
二

つ
の
家
譜
文
献
が
援
用
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
過
程
で
家
譜
を
引
い
た
あ
ま
り
︑

勢
い
改
行
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
細
か
く
見
る
と
︑
時
間
を
宣
告
し

た
後
︑﹁
佐
野
三
家
﹂
よ
り
発
源
し
た
母
系
家
譜
を
叙
す
る
た
め
に
改
行
し
︑
遠

祖
﹁
新
川
臣
﹂
か
ら
続
い
て
き
た
父
系
家
譜
を
述
べ
る
た
め
に
再
度
改
行
す
る
︒

両
家
の
共
通
し
た
後
継
者
﹁
長
利
僧
﹂
に
至
っ
て
も
︑
三
度
目
の
改
行
が
な
さ

れ
て
い
る
︒
人
名
の
た
め
の
平
出
と
似
て
︑
二
つ
の
家
系
図
の
分
脈
の
あ
り
様

に
応
じ
て
文
章
化
さ
れ
た
の
が
︑
本
碑
の
二
行
目
~
四
行
目
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
定
で
き
る
︒

五
　
白
文
の
区
切
り
方

　
本
碑
一
行
目
に
お
け
る
﹁
集
月
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
甲
論
乙
駁
の
状
態
に
あ
っ

た
︒
ま
ず
︑
漢
字
の
音
韻
論
に
基
づ
く
伴
信
友（

（（
（

は
﹁
十
月
﹂
説
を
提
出
し
た
︒

継
い
で
︑
堤
雄
半（

（1
（

は
﹁「
集
」
の
全
き
意
義
は
ア
ツ
メ
ヲ
ハ
ル
﹂
と
し
て
︑﹁
十

二
月
﹂
説
を
主
張
し
た
︒
次
に
︑
徳
光
久
也（

（（
（

は
﹁
国
語
の
「
睦
月
」（
ム
ツ
キ
（

に
当
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
し
て
﹁
一
月
﹂
説
を
主
唱
し
た
︒
本
文
批
判
を

し
た
辻
憲
男（

（（
（

は
﹁
諸
説
は
「
集
月
」
と
す
る
が
︑「
焦
月
」
と
読
む
︒「
集
」
と

読
む
に
は
一
画
足
り
な
い
﹂
と
し
て
︑﹁
六
月
﹂
説
を
提
案
し
た
︒
辻
説
の
観
点

に
つ
い
て
は
既
に
東
野
治
之（

（（
（

の
批
判
が
あ
り
︑﹁
碑
の
字
は
「
集
」
の
異
体
字
の

一
つ
で
あ
っ
て
︑「
焦
」
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
﹂
と
是
正
さ
れ
た
と
お
り
で

あ
る
︒
現
状
で
は
﹁
集
で
あ
る
が
︑
そ
の
音
が
「
十
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
十

月
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（（
（

﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︑
伴
信
友
以
来
の
﹁
十
月
﹂
説

が
最
も
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
︑﹁
た
だ
十
月
で
あ
れ
ば
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

用
字
が
採
ら
れ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
が
残
る
﹂
と
い
う
東
野
治
之
の
疑
問
は

ま
だ
拭
え
な
い
︒
ま
た
︑﹁
決
定
打
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
﹂﹁
手
詰
ま
り
で
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す
﹂
と
い
う
熊
倉
浩
靖（

（（
（

の
た
め
息
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
︑
古
来
難
問
の
一
つ

と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒

　
十
八
世
紀
の
考
証
学
者
藤
原
貞
幹（

（（
（

が
﹁
古
銅
碑
銘
﹂
に
お
け
る
﹁
戊
子
集
月
﹂

の
銘
文
を
提
示
し
︑﹁
摸
本
伝
テ
一
友
人
ノ
家
ニ
在
疑
ハ
韓
物
ナ
ラ
ム
集
月
上

野
国
古
碑
ニ
モ
ア
リ
﹂
と
い
う
形
で
引
証
し
て
い
る
︒
た
だ
西
暦
年
不
明
の
模

本
だ
け
で
は
信
憑
性
が
乏
し
い
︒
や
は
り
中
国
甲
骨
文
学
者（

（（
（

の
﹁
し
か
し
︑
摹も

本
は
精
し
か
ら
ず
︑
真
実
と
偽
り
が
混
在
し
て
い
る
た
め
︑
つ
つ
し
み
深
い
学

者
は
こ
の
一
連
の
資
料
に
警
戒
心
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
を
あ
ま
り
引
用
し

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
﹂
と
い
う
助
言
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　
管
見
に
よ
れ
ば
︑
問
題
解
決
の
手
掛
か
り
は
石
田
茂
作
の
卓
論
﹁
紀
年
銘
の

記
載
形
式
に
就
い
て
︱
︱
特
に
「
造
像
銘
記
」
を
主
材
と
し
て（

（（
（

﹂
に
あ
る
︒
そ

れ
に
よ
る
と
︑﹁
歳
次
・
歳
在
・
歳
舎
・
大
歳
等
と
か
く
と
こ
ろ
に
龍
集
の
文
字

を
使
つ
て
ゐ
る
事
が
あ
る
︒
龍
は
星
の
名
︑
集
は
や
ど
る
意
で
︑
歳
次
と
あ
る

の
と
全
く
同
意
味
で
あ
る
﹂
と
い
う
同
義
語
の
説
明
が
あ
る
︒
論
理
的
に
は
︑

龍
集
=
歳
次
で
あ
る
︒
少
し
置
き
換
え
る
と
︑﹁
歳
集
﹂
と
い
う
動
詞
句
が
浮
上

す
る
︒
こ
の
点
︑
青
木
可
笑
（
纂
（
塙
忠
韶
（
校
（﹃
金
石
文
字
墨
帖
一
覧（

（（
（

﹄
の

﹁
辛
已
峩歳檫
集
ルレ

月ニ

三
日
記
﹂
が
想
起
さ
れ
る
が
︑
そ
の
訓
点
に
基
づ
く
な
ら
﹁
辛

已
歳
月
に
集や
ど

る
三
日
記
﹂
に
な
る
だ
ろ
う
︒
動
詞
の
ル
ビ
だ
け
は
正
し
い
が
︑

遺
憾
な
の
は
句
切
り
方
に
随
伴
し
た
レ
点
の
蛇
足
で
あ
る
︒

　
既
述
し
た
六
〇
八
年
の
﹁
隋
左
光
祿
大
夫
岐
州
刺
史
李
公
第
四
女
石
誌
銘
并

序（
（1
（

﹂
を
再
び
読
む
と
︑﹁
以
其
年
龍
集
戊
辰
十
二
月
己
亥
朔
廿
二
日
庚
申
︐
瘞
於

京
兆
長
安
縣
休
祥
里
萬
善
道
場
之
內
﹂（
其
の
年
龍ほ
し

集や
ど

る
戊
辰
十
二
月
己
亥
朔
廿
二

日
庚
申
を
以
て
︑
京
兆
長
安
県
休
祥
里
万
善
道
場
の
内
に
瘞う

づ

め
り
（
と
あ
る
よ
う
に
︑

﹁
龍
集
＋
干
支
﹂
の
実
例
が
確
か
め
ら
れ
る
︒﹁
干
支
＋
歳
集
﹂
の
一
例
は
︑﹃
一

切
経
源
品
次
録
三
十
巻（

（（
（

﹄
の
﹁
自
大
中
九
年
乙
亥
歲
︒
止
咸
通
元
年
庚
辰
歲

集
﹂（
大
中
九
年
乙
亥
歳
（
八
五
五
（
よ
り
︑
咸
通
元
年
庚
辰
歳
集
（
八
六
〇
（
に
止

ま
る
（
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
六
八
一
年
時
点
の
日
本
で
は
︑
ま
だ
元

号
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
︑
本
碑
撰
文
者
は
﹁
干
支
＋
歳
集
﹂
の
書

式
だ
け
を
導
入
し
た
結
果
︑﹁
辛
己
歳
集
﹂
が
仕
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見

え
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
集
月
﹂
は
句
切
り
の
誤
り
に
伴
っ
て
生
じ
た
幽
霊
語
だ
っ

た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
︒

　
残
っ
た
後
半
の
四
字
﹁
月
三
日
記
﹂
に
つ
い
て
は
︑
動
詞
﹁
記
﹂
を
除
い
た

ら
﹁
月
三
日
﹂
だ
け
に
な
る
︒
す
る
と
︑
問
題
は
年
と
日
に
具
体
的
な
干
支
ま

た
は
数
字
を
明
記
し
て
お
き
な
が
ら
︑
何
月
な
の
か
そ
れ
だ
け
を
省
略
す
る
書

き
方
が
あ
る
か
否
か
︑
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
に
想
起
す
べ
き
な
の
は
︑

紀
元
前
の
金
文
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
栄
孟
源
﹁
試
談
西
周
紀
年（

（（
（

﹂
の
取
り
上
げ

た
﹁
隹
元
年
既
望
丁
亥
﹂（
こ
れ
元
年
既い
ざ

望よ
ひ

丁
亥
（
を
冒
頭
と
す
る
﹁
蔡
𣪘き

﹂
で

あ
る
︒
そ
の
書
式
に
つ
い
て
は
︑﹁
既
望
は
月つ

份き

無
く
︑
当
に
是
れ
正
月
な
る
べ

し
﹂
と
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
年
次
表
示
あ
り
＋
月
次
表
示
な
し
＋
日

次
表
示
あ
り
の
記
し
方
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
月
﹂
字
が
な
い
の

で
︑
本
碑
と
は
や
や
異
な
る
︒
改
善
を
図
る
た
め
に
︑
唐
代
の
皇
帝
が
祭
祀
す

る
場
面
を
考
え
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
﹁
祝
文
﹂
の
冒
頭
に
﹁
維
某
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年
歲
次
月
朔
日
嗣
天
子
臣
某
敢
昭
告
于
昊
天
上
帝（

（（
（

﹂（
こ
れ
某
年
歳
次
る
月
朔
日
︑

嗣
天
子
た
る
臣
某
︑
敢
へ
て
昊
天
上
帝
に
昭
告
す
（
と
あ
る
︒
と
り
わ
け
祭
り
に
お

け
る
﹁
月
朔
日
﹂
の
熟
語
が
重
要
で
あ
る
︒
山
ノ
上
古
墳
の
隣
に
本
碑
が
建
立

さ
れ
た
か
ら
に
は
︑
黒
売
刀
自
一
家
が
墓
参
り
な
い
し
祭
り
を
怠
た
っ
て
は
な

ら
な
い
︒
も
し
中
土
の
用
語
に
思
い
至
る
な
ら
︑
少
し
数
字
を
変
え
る
と
﹁
月

三
日
﹂
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

　
次
い
で
︑
本
碑
三
行
目
は
い
か
に
区
切
る
べ
き
だ
ろ
う
か
︒﹁
大
周
故
輸
誠

效
議
功
臣
︑
光
禄
大
夫
︑
檢
挍
太
保
︑
前
行
寧
州
刾
史
︑
權
知
階
州
軍
州
事
︑
濮

陽
郡
開
國
侯
︑
食
邑
一
千
戶
袁
公
墓
誌
并
序（

（（
（

﹂
を
冒
頭
と
す
る
九
五
六
年
の
作

例
を
見
る
と
︑
袁
彦
進
が
見
目
麗
し
い
再
婚
相
手
を
見
初
め
た
叙
述
の
直
後
に

﹁
公
飲
之
芳
妍
︐
堅
慕
求
矣
︒
娶
生
四
子
︐
二
已
長
成
﹂（
公
こ
の
芳
妍
を
飲
み
こ

み
て
︑
堅
く
慕
ひ
求
め
り
︒
娶
り
て
四
子
を
生
み
︑
二
は
已
に
長
成
す
（
と
描
か
れ

て
い
る
︒
確
か
に
︑
そ
の
﹁（
男
（
＋
娶
生
四
子
﹂
の
文
型
は
︑
本
碑
の
﹁（
男
（

＋
娶
生
児
﹂
と
共
通
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
碑
の
連
体
修
飾
語
﹁
新
川
臣
児

斯
多
〻
弥
足
尼
孫
大
児
臣
﹂
が
長
過
ぎ
る
た
め
︑
そ
の
ま
ま
﹁
娶
生
児
︐﹂
と
間

を
置
か
ず
に
続
け
て
は
フ
レ
ー
ズ
が
長
す
ぎ
る
︒
本
碑
の
リ
ズ
ム
を
再
検
討
す

る
時
︑
唐
・
徐
堅
（
他
輯
（
劉
明
（
編
（﹃
初
学
記（

（（
（

﹄
に
収
録
さ
れ
る
﹃
帝
王
世

紀（
（（
（

﹄
に
お
け
る
帝
舜
の
一
節
が
見
逃
せ
な
い
︒
舜
の
父
に
当
た
る
悪
玉
の
再
婚

話
だ
が
︑﹁
瞽
瞍
更
娶
︐
生
象
傲
︒﹂（
瞽こ

瞍そ
う

更
に
娶
り
て
︑
象
傲
を
生
む
︒（
と
説

か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
準
じ
る
な
ら
︑
本
碑
を
﹁
大
児
臣
娶
︐
生
児
長
利
僧
﹂

と
い
う
小
休
止
を
挟
ん
だ
句
切
り
方
で
訓
む
べ
き
蓋
然
性
が
高
ま
る
で
あ
ろ
う
︒

　
本
碑
四
行
目
の
﹁
母
為
記
定
文
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
母
の
為
に
文
を
定
め
て
記

し
た（

（（
（

﹂
と
読
み
下
し
た
う
え
で
﹁
正
式
な
漢
文
体
で
は
な
い
﹂
と
す
る
日
本
人

研
究
者
の
位
置
づ
け
方
が
あ
る
︒﹁
記
定
文
也
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹁
唯
一
の
漢
文

的
な
文
字
列（

（（
（

﹂
と
い
う
認
定
と
と
も
に
︑﹁
文
を
記
し
定
む
﹂
と
読
み
下
す
外
国

人
研
究
者
の
見
解
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
果
し
て
穏
当
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
︒
改

め
て
正
格
漢
文
体
の
墓
誌
ジ
ャ
ン
ル
に
立
ち
返
っ
て
︑
文
字
連
鎖
の
合
間
に
相

応
し
い
句
読
点
を
付
け
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　
こ
こ
で
は
︑
女
性
を
墓
主
と
す
る
墓
誌
に
焦
点
を
合
わ
せ
よ
う
︒
六
〇
七
年

の
﹁
隋
故
太
原
王
夫
人
墓
誌
銘（

（（
（

﹂
と
︑
七
七
一
年
の
﹁
唐
故
左
武
衛
澤
州
安
平

府
折
衝
都
尉
吴
郡
朱
府
君
夫
人
馮
翊
縣
太
君
雷
氏
（
定
真
（
墓
誌
銘（

（1
（

﹂
と
の
共

通
点
を
分
析
し
て
み
よ
う
︒

　
つ
ま
り
︑
両
者
と
も
祖
先
が
務
め
た
官
職
を
並
べ
て
お
き
︑
儒
教
の
徳
目
に

符
合
し
た
出
身
を
讃
え
て
い
て
︑
嫁
い
で
か
ら
は
息
子
を
儲
け
た
が
︑
逝
去
し

た
後
そ
の
た
め
に
墓
誌
が
作
成
さ
れ
る
に
及
ん
だ
と
い
う
叙
述
の
順
序
が
完
全

に
一
致
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
基
本
的
な
骨
組
み
を
継
承
し
た
の
が
︑
そ
の
間

に
成
立
し
た
本
銘
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
黒
売
刀
自
に
即
し
て
い
え
ば
︑
祖
上

の
健
守
命
の
佐
野
三
家
を
取
り
上
げ
て
お
き
︑
嫁
い
で
か
ら
は
息
子
を
生
ん
だ

と
い
う
述
べ
方
を
し
て
い
る
︒
た
だ
表
（
の
墓
主
達
と
異
な
る
の
は
︑
本
銘
の

成
立
当
時
ま
だ
存
命
中
と
思
し
き
黒
売
刀
自
が
自
撰（

（（
（

し
た
こ
と
で
あ
る
︒
六
〇

七
年
墓
誌
に
は
︑
巨
大
な
変
化
を
恐
れ
て
碑
文
化
の
対
策
を
採
っ
た
と
し
か
書

か
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
︑
七
七
一
年
墓
誌
に
至
っ
て
は
さ
ら
に
﹁
為
記
﹂
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表1　隋唐の女性墓誌

年代 祖の官職 儒教 主要登場人物の
結婚 跡継ぎ 碑文作成の

モチーフ

（1（

曾祖峴公持節南
海（曾祖峴公南
海に持節し）

忠孝立身（忠孝
立身す）

適于同邑陳氏
（同邑陳氏に適
ぎて）

育子一人曰延裕，夙
承慈訓（子を一人育
て延裕と曰ひ、夙に
慈訓を承れり）

恐陵谷變遷，刻茲貞石
（陵谷の変遷を恐れて、
この貞石を刻む）

（（（

曾祖慶之，任□
監丞（曾祖慶之、
□監丞に任ぜら
れ）

太君生忠孝室
（太君忠孝の室
に生れ）

適乎君子（君子
に適ぎて）

次子良珣，持戒出家
（次子良珣、持戒し
て出家）

恐陵谷之將移，託琰琬以
爲記（陵谷の将に移さん
とするを恐れ、琰

いし
琬
ぶみ
に託

して以て記を為す）

を
付
け
加
え
て
い
る
︒
そ
う
し
た

書
き
方
を
顕
在
化
さ
せ
た
背
景
と

し
て
︑
五
八
九
年
の
﹁
周
蒙
縣
男

仕
恭
墓
誌（

（（
（

﹂
の
掉
尾
を
飾
る
﹁
勒

石
爲
紀
﹂（
石
に
勒
し
て
紀
を
為

す
（
と
︑
六
六
六
年
に
亡
く
な
っ

た
雲
長
の
た
め
六
八
二
年
の
合
葬

に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
﹁
唐
故
騎

都
尉
雲
生
墓
誌
之
銘（

（（
（

﹂
に
お
け
る

﹁
恐
田
成
碧
海
︐
水
變
蒼
生
︐
故
勒

金
石
爲
記
﹂（
田
の
碧
海
と
成
り
︑

水
の
蒼
生
に
変
ず
る
を
恐
れ
て
︑
故

に
金
石
に
勒
し
て
記
を
為
す
（
が
想

起
さ
れ
る
︒
い
ず
れ
の
﹁
為
﹂
も

w
éi

と
読
む
動
詞
で
あ
る
︒
そ
れ

に
従
え
ば
︑
本
碑
の
﹁
為
記
﹂
も

動
詞
＋
名
詞
か
ら
な
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
︒
な
お
︑
六
〇
七
年
墓

誌
の
末
尾
に
﹁
□
□
□
□
年
五
月

廿
八
日
記
﹂
と
あ
る
が
︑
そ
の

﹁
○
年
○
月
○
日
記
﹂
を
一
行
目

に
持
っ
て
い
け
ば
︑
本
銘
冒
頭
の
﹁
辛
己
歳
集
月
三
日
記
﹂
に
な
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
こ
こ
に
は
隋
唐
の
墓
誌
と
の
共
通
点
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ

る
︒

　
す
る
と
︑
残
っ
た
﹁
定
文
﹂
も
墓
誌
と
の
関
係
か
ら
理
解
す
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
蓋
に
﹁
隋
故
開
府
儀
同
三
司
定
州
刾
史
安
平
李
孝
公
墓
誌
銘（

（（
（

﹂
と

書
か
れ
て
あ
る
五
八
六
年
の
一
節
﹁
詔
與
當
時
才
彥
︐
在
直
閤
省
挍
定
文
籍
﹂

（
当
時
の
才
彦
と
︑
直
閤
省
に
在
り
て
文
籍
を
校
定
せ
よ
と
詔
す
（（
傍
線
は
筆
者
︑
以

下
も
同
様
（
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
隋
故
上
開
府
記
室
參
軍
事
衛
公
墓
誌
銘（

（（
（

﹂
と
あ

る
六
一
三
年
の
一
例
を
見
る
と
︑
衛
侗
の
文
才
が
﹁
委
制
表
奏
︐
刪
定
文
草
︐
莫

不
理
高
妙
出
︐
詞
豔
撗
飛
﹂（
表
奏
制づ
く

り
を
委
ね
れ
ば
︑
文
草
を
刪
定
し
︑
理
高
く

妙
出
で
ざ
る
莫な

く
︑
詞
艶
や
か
に
し
て
横は
や

く
飛か

く
（
と
賞
賛
さ
れ
て
い
る
︒
傍
線
の

中
央
部
に
﹁
定
文
﹂
と
あ
る
︒
墓
誌
の
養
分
を
摂
取
し
て
い
る
う
ち
に
︑
黒
売

刀
自
は
こ
の
動
詞
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
﹁
定
﹂
め
た

﹁
文
﹂
と
は
︑
石
碑
に
刻
み
込
ん
だ
こ
の
石
文
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

　
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
︑
本
碑
の
た
め
に
以
下
の
よ
う
な
句
読
点
を
付
け

て
み
た
い
︒

辛
己
歳
集
︑
月
三
日
記
︒

佐
野
三
家
（
天
子
（
定
賜
健
守
命
︒
孫
︐
黒
賣
刀
自
︒
此
︐

新
川
臣
児
︑
斯
多
〻
弥
足
尼
孫
︑
大
児
臣
娶
︐
生
児

長
利
僧
︒
母
為
記
︐
定
文
也
︒
　
放
光
寺
僧
︒
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二
行
目
の
字
数
は
︑
も
し
授
与
者
を
補
完
す
れ
ば
︑﹁
佐
野
三
家
（
天
子
（
定

賜
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
此
﹂
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
︑
十
七
字
と
な
る
の
で
︑

三
行
目
の
﹁
新
川
臣
児
斯
多
々
弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児
﹂
の
字
数
と
同
様
で

あ
る
︒
一
方
︑
一
行
目
は
八
字
だ
が
︑
そ
れ
に
対
し
て
︑
四
行
目
は
ど
う
だ
ろ

う
か
︒
最
後
の
﹁
放
光
寺
僧
﹂
に
関
し
て
は
﹁
注
記
が
加
わ
っ
て
い
﹂
る
と
す

る
鬼
頭
清
明
﹁
上
野
三
碑
を
め
ぐ
っ
て（

（（
（

﹂
の
観
点
が
あ
る
︒﹁
放
光
寺
僧
﹂
だ
け

は
や
や
傾
い
で
い
る
た
め
︑
そ
の
母
が
銘
文
を
定
め
て
お
い
た
後
︑
施
さ
れ
た

丁
寧
周
到
な
注
記
だ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
暫
く
こ
の
四
字
を
放
っ
て

お
く
と
︑
一
行
目
か
ら
四
行
目
は
八
・
十
七
・
十
七
・
九
と
な
る
だ
ろ
う
︒
ゆ

え
に
︑
ほ
ぼ
均
衡
的
な
撰
文
だ
と
い
え
よ
う
︒
か
り
に
割
書
に
し
て
み
る
と
︑

以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

辛
己
歳
集
︑
月
三
日
記
︒

佐
野
三
家
（
天
子
（

定
賜
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
此
︐

新
川
臣
児
斯
多

〻

弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
︐
生
児

長
利
僧
︒
母
為
記
︐
定
文
也
︒　
放
光

寺
僧

　
純
漢
文
の
方
向
に
基
づ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
読
み
下
し
文
を
提
言
し
た
い
︒

辛し
ん

己し

に
歳ほ
し

集や
ど

る
︑
月つ
き

三み
つ

日か

記き

す
︒

佐
野
三
家
（
天
子
ゆ
（
健
守
命
に
定て
い

賜し

せ
り
︒
孫
︑
黒
売
刀
自
︒
此こ
は

︑

新
川
臣
の
児
︑
斯
多
〻
弥
足
尼
の
孫
︑
大
児
臣
娶め
と

り
︑
生
め
る
児

長
利
僧
︒
母
︿
記き

﹀
を
為
し
︑
文
を
定
む
る
也
︒
　
放
光
寺
の
僧
︒

六
　
儒
教
の
思
想

　
本
碑
の
創
作
動
機
に
つ
い
て
は
︑
仏
教
建
立
説
と
儒
教
建
立
説
が
提
出
さ
れ

て
い
る
︒
前
者
は
︑
伴
信
友（

（（
（

の
﹁
此
碑
の
在
る
所
八
幡
山
の
上
の
窟
中
に
︑
薬

師
仏
の
石
像
あ
る
前
庭
に
建
た
る
は
︑
そ
の
か
み
黑
賣
刀
自
が
死
り
し
を
︑
そ

の
窟
中
に
葬
り
︑
常
に
信タ
ノ

み
た
り
け
む
仏
像
を
像
り
置
︑
長
利
が
は
か
ら
ひ
て
︑

母
の
為
に
云
々
の
由
を
︑
石
文
に
も
の
し
て
建
置
た
り
し
に
や
あ
ら
む
﹂
と
い

う
推
測
で
あ
る
︒
中
島
悦
次（

（（
（

も
﹁
多
分
は
黑
賣
刀
自
の
年
忌
に
で
も
︑
追
善
の

た
め
に
仏
像
で
も
造
つ
た
紀
念
の
碑
で
あ
ら
う
﹂
と
推
察
し
て
い
る
︒
後
者
は
︑

海
彼
の
金
石
文
を
丁
寧
に
検
討
し
た
門
田
誠
一（

（（
（

の
﹁
亡
母
の
た
め
に
な
さ
れ
た

孝
の
発
現
﹂﹁
立
碑
そ
の
も
の
が
儒
教
の
孝
思
想
に
基
づ
く
と
し
た
山
ノ
上
碑

文
﹂
と
い
う
指
摘
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
前
者
の
弱
点
は
仏
像
と
い
う

物
証
が
石
碑
の
す
ぐ
側
に
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
後
者
の
問
題
は
主
語
の
把
握
で

あ
る
︒
ま
た
︑
両
方
と
も
文
体
の
認
識
不
能
に
随
伴
し
て
︑
碑
文
成
立
当
時
未

だ
に
黒
売
刀
自
が
在
世
中
な
の
に
︑﹁
亡
き
母
（
黒
売
刀
自（
（11
（

（﹂
と
﹁
碑
主
で
あ

る
長
利
僧
﹂
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
︒
正
格
漢
文
体
に
基
づ
け
ば
︑

執
筆
し
た
碑
主
は
あ
く
ま
で
も
母
黒
売
刀
自
で
あ
り
︑
彼
女
の
視
線
を
息
子
の

僧
籍
に
注
い
で
か
ら
終
わ
り
を
告
げ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
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　﹁
儒
教
﹂
説
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
た
め
に
︑
七
三
〇
年
の
美
努
岡
万
墓
志
に

お
け
る
﹁
移
孝
爲
忠（

（1（
（

﹂（
孝
を
移
し
て
忠
と
為
す
（
よ
り
も
︑
表
（
に
お
け
る
隋

唐
の
墓
誌
が
注
目
に
値
す
る
︒
よ
く
強
調
さ
れ
て
い
る
﹁
忠
孝
﹂
と
い
う
徳
目

か
ら
本
碑
を
押
さ
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
忠
孝
の
定
義
に
関
し
て
は
︑

﹃
広
弘
明
集（
（1（
（

﹄
巻
二
十
五
の
僧
行
篇
に
収
め
ら
れ
た
﹁
司
戎
議（

（1（
（

﹂
の
﹁
不
孝
莫
過

於
絕
嗣
﹂（
不
孝
は
嗣
を
絶
す
る
に
過
ぐ
る
は
莫
し
（︑﹁
不
忠
莫
大
於
不
臣
﹂（
不

忠
は
不
臣
よ
り
大
な
る
は
莫
し
（
が
知
ら
れ
る
︒
不
臣
・
絶
嗣
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

と
い
う
忠
孝
二
大
徳
目
を
志
向
し
た
の
が
本
碑
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　﹁
忠
﹂
に
つ
い
て
は
︑
確
か
に
一
字
も
刻
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
行
間
を

読
め
ば
そ
の
意
は
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
稲
荷
山
古
墳
出
土

鉄
剣
銘
文
と
の
類
似
が
参
考
に
な
る
︒

（
鉄
剣
銘
（
辛
亥
年
七
月
中
記
乎
獲
居
臣
上
祖
名
意
富
比
垝
其
児
多
加
利
足

尼
其
児
名
弖
已
加
利
獲
居
其
児
名
多
加
披
次
獲
居
其
児
名
多
沙
鬼
獲
居
其

児
名
半
弖
比
其
児
名
加
差
披
余
其
児
名
乎
獲
居
臣
世
々
為
杖
刀
人
首
奉
事

来
至
今
獲
加
多
支
鹵
大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
吾
左
治
天
下
令
作
此
百
練
利
刀

記
吾
奉
事
根
原
也（

（1（
（

（
本
碑
（
辛
己
歳
集
月
三
日
記

佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
賣
刀
自
此

新
川
臣
児
斯
多
〻
弥
足
尼
孫
大
児
臣
娶
生
児

長
利
僧
母
為
記
定
文
也
　
放
光
寺
僧

　
両
者
を
比
較
し
た
岸
俊
男（

（1（
（

に
よ
る
と
︑﹁
碑
文
の
記
載
形
式
な
り
︑
文
中
の
用

字
・
用
語
が
︑
鉄
剣
銘
と
割
合
に
似
て
い
ま
す
ね
︒
偶
然
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん

が
﹂︑
具
体
的
に
﹁
初
め
に
年
月
日
「
記
す
」
と
書
い
て
︑
そ
れ
か
ら
系
譜
を
書

き
︑
そ
こ
に
は
「
足ス
ク

尼ネ

」
が
出
て
き
ま
し
て
︑
終
り
に
何
々
の
た
め
に
︑
こ
の

文
を
作
っ
た
と
い
う
書
き
方
﹂
と
い
う
指
摘
が
知
ら
れ
る
︒
そ
の
方
向
性
は
洞

察
力
が
あ
る
が
︑
決
し
て
﹁
偶
然
﹂
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
用
字
順

序
の
視
点
か
ら
上
書
き
す
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
書
式
の
場
合
︑

傍
線
（
冒
頭
の
﹁
辛
↓
月
↓
記
﹂
と
最
後
の
動
詞
句
に
お
け
る
﹁
記
↓
也
﹂（
が
一
致

し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
父
系
の
家
譜
に
限
っ
て
い
え
ば
︑﹁
臣

↓
足
尼
↓
臣
﹂（
波
線
（
と
い
う
文
字
の
順
序
も
同
様
で
あ
る
︒
冒
頭
に
お
け
る

時
間
の
﹁
記
﹂
と
︑
祖
先
の
名
前
の
挙
げ
方
と
︑
末
尾
に
お
け
る
﹁
記
﹂
字
の

強
調
お
よ
び
﹁
也
﹂
の
終
わ
り
方
も
併
せ
て
援
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

さ
す
れ
ば
︑
同
じ
東
国
に
お
い
て
古
墳
を
築
い
た
黒
売
刀
自
は
︑
四
七
一
年
成

立
と
さ
れ
る
地
元
の
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
文
の
粉
本
を
学
ん
だ
形
跡
が
あ

る
と
推
測
で
き
る
︒

　
鉄
剣
銘
の
﹁
臣
﹂
字
に
つ
い
て
は
︑﹁
そ
の
忠
誠
さ
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
彼

の
肩
書
き
の
は
ず
だ（
（1（
（

﹂
と
目
さ
れ
る
︒﹁
足
尼
﹂
に
つ
い
て
も
﹁
大
和
朝
廷
に
古

く
か
ら
仕
え
た
祖
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か（

（1（
（

﹂
と

い
う
意
見
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
本
碑
を
考
え
直
す
と
︑
天
子
に
奉

仕
し
た
斯
多
〻
弥
足
尼
よ
り
も
︑
顕
著
な
の
は
新
川
臣
以
来
累
世
の
﹁
忠
﹂
の

伝
統
を
大
児
臣
が
継
承
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
母
系
の
側
を
見
て
も
︑
あ
ま
り
遜
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色
が
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
佐
野
の
屯
倉
首
と
い
う
人
事
案
が
決
ま
っ
た
か
ら
に

は
︑
健
守
命
も
直
ち
に
天
子
に
忠
節
を
尽
す
べ
き
立
場
に
置
か
れ
る
か
ら
で
あ

る
︒
両
家
の
系
譜
の
叙
述
を
通
じ
て
﹁
王
権
へ
の
奉
仕
や
来
歴
と
い
う
点
で
両

者
が
ほ
と
ん
ど
対
等
・
同
格
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た（
（1（
（

﹂
と

指
摘
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
忠
臣
た
る
べ
き
血
脈
に
敬
意
を
払
う

た
め
に
︑
二
行
目
と
三
行
目
は
そ
れ
ぞ
れ
改
行
し
た
の
で
は
な
い
か
︒

　﹁
孝
﹂
の
字
も
刻
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
た
だ
︑
撰
文
者
は
書
き
終
え
た
当
時
︑

後
継
者
で
あ
る
﹁
長
利
僧
﹂
に
言
及
し
て
お
り
︑
こ
れ
は
明
ら
か
に
﹁
絶
嗣
﹂

で
は
な
い
証
拠
で
あ
っ
て
︑
言
外
に
︑
孝
女
と
い
う
自
己
定
位
を
表
明
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
息
子
が
放
光
寺
を
本
拠
地
に
三
宝
の
一
つ
と
し
て

活
躍
し
て
い
る
現
状
ま
で
見
届
け
て
か
ら
で
な
い
と
︑
筆
を
擱
か
な
い
︒
後
継

者
が
寺
の
僧
に
な
っ
た
前
例
を
挙
げ
る
場
合
︑
蓋
に
﹁
管
府
君
銘（
（1（
（

﹂
と
あ
る
六

七
九
年
の
墓
誌
が
見
逃
せ
な
い
︒
そ
こ
で
︑
唐
の
万
安
県
令
で
あ
る
管
均
の
薨

後
︑﹁
息
弘
福
寺
僧
嗣
泰
收
骨
起
塔
於
終
南
山
（
下
略
（﹂（
息
︑
弘
福
寺
の
僧
嗣
泰
︑

骨
を
収
め
塔
を
終
南
山
に
起
つ
（
と
書
か
れ
て
い
る
︒
本
銘
の
﹁
生
児
長
利
僧
母

為
記
定
文
也
　
放
光
寺
僧
﹂
に
お
け
る
最
後
の
﹁
僧
﹂
は
説
明
的
な
よ
う
に
見

ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
を
避
け
た
け
れ
ば
︑﹁
生
児
放
光
寺
長

利
僧
﹂
と
書
き
直
せ
ば
済
む
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
現
行
の
形
が
決
ま
っ
た
の
は
︑

や
は
り
僧
に
は
な
っ
た
も
の
の
ま
だ
寺
に
配
属
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
間
で
︑
そ

の
折
に
黒
売
刀
自
が
撰
文
し
︑
脱
稿
し
た
後
︑
始
め
て
放
光
寺
の
一
員
に
な
っ

た
経
過
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
再
び
七
七
一
年
の
﹁
唐
故
左
武
衛
澤
州

安
平
府
折
衝
都
尉
吴
郡
朱
府
君
夫
人
馮
翊
縣
太
君
雷
氏
（
定
真
（
墓
誌
銘（

（（1
（

﹂
を

見
る
と
︑﹁
子
貴
母
榮
﹂（
子
貴
く
母
栄
や
か
（
の
一
節
が
あ
る
︒
こ
れ
を
勘
案
す

る
に
︑
長
利
が
僧
宝
に
な
っ
た
た
め
︑
こ
の
跡
継
ぎ
を
得
た
黒
売
刀
自
の
喜
び

は
二
重
に
な
っ
た
に
相
違
な
い
︒

七
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
分
析
を
経
て
︑
五
点
の
結
論
に
辿
り
着
い
た
︒

⑴
局
部
的
漢
文
体
と
す
る
伴
信
友
の
旧
説
も
︑
和
文
体
と
い
う
現
代
の
通
説

も
取
る
の
は
難
し
い
︒
漢
籍
側
の
諸
々
の
実
例
は
︑
す
で
に
正
格
漢
文
体

で
解
読
す
べ
き
真
の
方
向
を
物
語
っ
て
い
る
︒

⑵
五
世
紀
の
王
儉
が
定
義
づ
け
た
四
つ
の
主
要
な
骨
子
を
書
く
べ
き
と
す
る

中
国
の
﹁
石
誌
﹂
は
︑
十
~
十
三
世
紀
の
﹁
節
倹
﹂
の
気
風
と
相
俟
っ
て
︑

﹁
記
﹂
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
発
展
し
た
︒
そ
れ
と
共
通
し
た
方
針
が
本
碑

の
撰
文
に
も
見
ら
れ
る
︒﹁
節
倹
﹂
の
性
格
を
持
つ
持
統
皇
后
が
朝
政
に

当
た
っ
た
飛
鳥
時
代
に
本
碑
が
成
立
し
た
の
は
︑
極
め
て
時
宜
に
叶
っ
た

も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

⑶
本
碑
の
﹁
此
﹂
字
は
︑
代
名
詞
と
す
る
旧
説
と
︑
連
体
詞
と
す
る
新
説
が

あ
る
︒
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
家
譜
を
引
い
て
石
誌
に
入
れ
る
流
れ

の
中
で
成
立
し
た
二
世
紀
の
古
碑
に
お
け
る
用
例
を
視
野
に
入
れ
る
べ
き
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で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
代
名
詞
説
に
優
勢
の
判
定
を
下
し
た
︒

⑷
本
碑
の
﹁
集
月
﹂
の
幽
霊
形
が
出
現
し
た
根
本
的
な
原
因
は
︑
句
切
り
方

の
ミ
ス
に
あ
っ
た
︒
六
〇
八
年
の
石
誌
の
書
式
に
基
づ
い
て
冒
頭
の
部
分

を
﹁
干
支
＋
歳
集
﹂
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
︒﹁
娶
生
児
﹂
の
句
読
点
は
︑

類
書
収
録
の
系
譜
記
述
に
従
う
べ
き
で
あ
る
︒
行
文
の
構
造
と
措
辞
に

至
っ
て
は
︑
隋
唐
の
女
性
墓
誌
と
通
底
す
る
点
が
あ
る
︒
こ
の
正
格
漢
文

の
認
識
を
基
に
︑
筆
者
は
新
し
い
読
み
下
し
文
を
提
案
し
た
︒

⑸
石
碑
建
立
の
背
景
を
支
配
し
て
い
た
の
は
︑
根
本
的
に
は
儒
教
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
︒
東
国
古
墳
の
先
行
す
る
文
字
資
料
と
の
比
較
を
経
て
︑
本
碑

は
書
式
と
名
告
り
方
の
構
造
と
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
稲
荷
山
古
墳
出
土
の

鉄
剣
銘
を
粉
本
と
し
て
学
習
し
た
こ
と
を
究
明
し
え
た
︒
特
に
﹁
臣
﹂
と

世
継
の
分
析
か
ら
︑
本
碑
に
忠
孝
双
全
の
思
想
を
匂
わ
そ
う
と
す
る
態
度

が
見
出
せ
た
︒

　
要
す
る
に
︑
本
碑
は
五
世
紀
の
石
誌
の
様
式
を
き
ち
ん
と
遵
守
し
て
純
漢
文

体
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
ジ
ャ
ン
ル
の
規
制
力
を
充
分
に
重
視
す
れ
ば
︑

白
文
に
正
し
い
句
読
点
を
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒

付
記
　
本
稿
は
国
文
学
研
究
資
料
館
﹁
第
四
十
四
回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
﹂（
二
〇
二
一

年
五
月
八
~
九
日
（
で
の
ポ
ス
タ
ー
発
表
と
台
中
科
技
大
学
二
〇
二
一
国
際
学
術
研
討

会
﹁
新
冠
疫
情
与
国
際
時
局
変
革
下
的
日
本
︱
︱
人
文
・
社
会
与
経
貿
之
視
野
﹂（
五
月

二
十
八
日
（
で
の
口
頭
発
表
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
台
湾
行
政
院
科
技
部
補

助
専
題
研
究
計
画
（M

O
ST（1（ -（（（1 -H

-（（（ -11（ -M
Y（

（
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

も
あ
る
︒

注（
（
（ 

一
八
九
三
︑
東
京
:
随
筆
集
誌
︑
一
六
頁
︒
原
文
:﹁
文
義
古
拙
不
可
読
﹂

（
（
（ 

﹃
伴
信
友
全
集 

第
二
﹄（
一
九
〇
九
︑
東
京
:
国
書
刊
行
会
︑
六
九
七
~
六
九
八
頁
（

所
収

（
（
（ 

内
務
省
（
編
（﹃
史
蹟
精
査
報
告 

第
一
﹄（
一
九
二
六
︑
東
京
:
内
務
省
︑
一
七
頁
（

所
収

（
（
（ 

注
（
︑
六
九
七
頁
に
﹁
娶

ア
ヒ
テ
﹂
と
あ
る
︒

（
（
（ 

﹁
仏
教
美
術
﹂
一
九
二
九
年
六
月
︑
一
二
二
頁

（
（
（ 

一
九
五
五
初
版
︑
東
京
:
東
京
堂
︑
一
〇
四
三
頁

（
（
（ 

一
九
八
〇
︑
東
京
:
東
京
堂
︑
九
五
二
頁

（
（
（ 

﹁
万
葉
﹂
一
九
六
七
年
十
月
︑
三
六
頁

（
（
（ 

一
九
七
六
︑
東
京
:
有
斐
閣
︑
三
七
頁

（
（1
（ 

一
九
七
八
︑
東
京
:
学
燈
社
︑
五
七
頁

（
（（
（ 

﹁
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
﹂
一
九
八
五
年
十
月
︑
二
二
三
頁

（
（（
（ 

一
九
八
七
︑
東
京
:
有
精
堂
︑
一
五
八
頁

（
（（
（ 

岸
俊
男
（
編
（﹃
日
本
の
古
代
一
四
　
こ
と
ば
と
文
字
﹄（
一
九
八
八
︑
東
京
:
中
央

公
論
社
︑
五
一
二
頁
（
所
収

（
（（
（ 
﹁
昭
和
学
院
短
期
大
学
紀
要
﹂
一
九
八
九
年
六
月
︑
九
〇
頁

（
（（
（ 
﹁
歴
史
と
地
理
﹂
二
〇
一
六
年
六
月
︑
二
九
頁

（
（（
（ 

注
（
︑
二
七
頁
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（
（（
（ 
﹁
言
語
生
活
﹂
一
九
七
九
年
二
月
︑
四
七
頁

（
（（
（ 
黒
板
勝
美
（
編
（﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
　
第
三
巻
　
日
本
後
紀
　
続
日
本
後
紀
　
日

本
文
徳
天
皇
実
録
﹄（
二
〇
〇
四
︑
東
京
:
吉
川
弘
文
館
︑
一
二
九
頁
（
所
収
藤
原
緒
嗣

（
他
編
（﹃
日
本
後
紀
﹄

（
（（
（ 

本
多
静
雄
﹃
日
本
の
陶
磁
　
古
瀬
戸
﹄（
一
九
七
五
︑
大
阪
:
保
育
社
︑
一
〇
八
頁
（

引
用
は
本
書
の
マ
マ
︒

（
（1
（ 

土
屋
老
平
﹁
山
名
上
碑
﹂（﹁
上
毛
と
上
毛
人
﹂
一
九
二
〇
年
六
月
︑
九
頁
（
の
翻
刻
︒

（
（（
（ 

﹁
古
事
記
の
敬
語
補
助
動
詞
﹂（﹁
古
事
記
年
報
﹂
一
九
七
一
︑
一
〇
一
頁
（

（
（（
（ 

﹁
上
野
三
碑
と
宣
命
・﹃
万
葉
集
﹄﹂（﹁
群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要
﹂
二
〇
一
七
年
二
月
︑

一
六
・
一
七
頁
（

（
（（
（ 

一
九
三
二
︑
東
京
:
同
文
館
︑
一
八
五
頁

（
（（
（ 

﹁
古
代
安
芸
に
お
け
る
地
方
官
衙
の
復
原
︱
︱
佐
伯
・
安
芸
両
郡
を
事
例
と
し
て
﹂

（﹁
地
理
科
学
﹂
一
九
七
八
年
六
月
︑
五
三
頁
（

（
（（
（ 

唐
・
杜
牧
（
著
（
清
・
馮
集
梧
（
注
（﹃
樊
川
詩
集
注
﹄（
一
九
六
二
︑
北
京
:
中
華

書
局
︑
三
頁
（
原
文
:﹁
昔
人
注
書
︐
謂
取
証
之
書
︐
当
以
最
先
者
為
主
︐
此
亦
難
以
概

論
﹂

（
（（
（ 

章
培
恒
（
他
編
（﹃
二
十
四
史
全
訳
　
明
史
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
:
漢
語
大
詞
典
︑
一

七
三
頁
（

（
（（
（ 

方
国
瑜
（
編
（﹃
雲
南
史
料
叢
刊
第
五
巻
﹄（
一
九
九
八
︑
昆
明
:
雲
南
大
学
出
版
社
︑

三
三
九
~
三
四
〇
頁
（

（
（（
（ 

注
（（
︑
三
八
七
七
頁

（
（（
（ 

明
・
王
陽
明
（
著
（
陳
明
（
他
注
釈
・
審
校
（﹃
王
陽
明
全
集
:
簡
体
注
釈
版
　
奏
疏
︑

公
移
﹄（
二
〇
一
五
︑
武
漢
:
華
中
科
技
大
学
出
版
社
︑
二
〇
四
・
二
〇
五
~
二
〇
六
・

二
〇
八
~
二
〇
九
頁
（

（
（1
（ 

竜
鳴
﹃
桂
派
名
老
中
医
伝
記
巻
　
班
秀
文
︱
︱
右
江
辺
走
出
的
国
医
大
師
﹄（
二
〇
一

一
︑
北
京
:
中
国
中
医
薬
︑
二
五
頁
（

（
（（
（ 

注
（
︑
六
九
八
頁

（
（（
（ 

﹃
け
ぬ
の
石
文
﹄（
一
八
八
三
︑
東
京
:
近
藤
瓶
城
︑
一
〇
ａ
頁
（

（
（（
（ 

内
藤
虎
次
郎
﹃
日
本
文
化
史
研
究
﹄（
一
九
三
〇
増
補
版
︑
京
都
:
弘
文
堂
書
房
︑
二

五
一
頁
（

（
（（
（ 

﹁
言
語
生
活
﹂
一
九
七
九
年
二
月
︑
三
三
頁
︒
ま
た
︑
平
川
南
﹃
文
字
文
化
の
ひ
ろ
が

り
︱
︱
東
国
・
甲
斐
か
ら
よ
む
﹄（
二
〇
一
九
︑
東
京
:
吉
川
弘
文
館
︑
一
六
五
頁
（
も

﹁
こ
の
山
上
碑
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
最
終
行
「
長
利
僧
母
為
記
定
文
也
」（
長
利

僧
が
母
の
為
に
記
し
定
む
る
文
也
（
な
ど
の
よ
う
に
︑
全
文
が
日
本
語
の
語
順
に
従
っ

て
漢
字
を
配
列
し
て
い
る
最
古
級
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒

（
（（
（ 

高
光
（
他
編
（
袁
承
維
（
他
訳
（﹃
文
白
対
照
全
訳 

太
平
広
記
﹄（
一
九
九
四
︑
天
津
:

天
津
古
籍
︑
一
四
五
三
頁
（︒
こ
の
話
は
宋
・
李
昉
（
他
著
（﹃
太
平
広
記
﹄
巻
三
九
一

銘
記
一
所
収

（
（（
（ 

仏
書
刊
行
会
（
編
（﹃
大
日
本
仏
教
全
書
第
九
十
一
冊
﹄（
一
九
一
四
︑
東
京
:
仏
書

刊
行
会
︑
八
三
三
頁
（
所
収

（
（（
（ 

﹁
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
非
常
勤
地
域
政
策
研
究
﹂
二
〇
一
七
年
三
月
︑
一
四

二
頁

（
（（
（ 

鶴
田
久
作
﹃
国
訳
漢
文
大
成
　
経
子
史
部
　
第
十
六
巻
　
史
記
列
伝
　
下
巻
﹄（
一
九

五
六
︑
東
京
:
東
洋
文
化
協
会
︑
七
九
・
二
二
七
頁
（

（
（（
（ 

安
平
秋
（
他
編
（﹃
二
十
四
史
全
訳
　
漢
書
﹄（
二
〇
〇
四
︑
上
海
:
漢
語
大
詞
典
︑
一

九
二
七
頁
（

（
（1
（ 

一
九
六
九
︑
台
北
:
成
文
︑
一
〇
八
四
頁

（
（（
（ 

﹃
古
代
語
逍
遥
﹄（
一
九
八
八
︑
大
阪
:
和
泉
書
院
︑
一
三
二
頁
（

（
（（
（ 

浅
野
清
（
他
編
（﹃
歴
史
時
代
﹄（
世
界
考
古
学
大
系
四
日
本
Ⅳ
︑
一
九
六
一
︑
東
京
:

平
凡
社
︑
一
四
二
頁
（
所
収
福
山
敏
男
﹁
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
金
石
文
﹂

（
（（
（ 
﹃
上
野
三
碑
の
研
究
﹄（
一
九
八
〇
︑
前
橋
:
尾
崎
先
生
著
書
刊
行
会
︑
五
七
~
五
八

頁
（

（
（（
（ 

﹁
書
道
史
上
か
ら
み
た
﹁
上
野
三
碑
﹂﹂（﹁
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
﹂
一
九
八
三
年
一

月
︑
六
九
頁
（
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（
（（
（ 

﹁
墓
誌
お
よ
び
鉄
剣
銘
の
文
章
︱
︱
系
譜
・
経
歴
の
記
述
に
関
し
て
﹂（﹁
古
代
文
学
﹂

一
九
八
三
年
三
月
︑
二
九
頁
（

（
（（
（ 
群
馬
県
史
編
さ
ん
委
員
会
（
編
（﹃
群
馬
県
史
　
通
史
編
二 

原
始
古
代
二
﹄（
一
九
九

一
︑
前
橋
:
群
馬
県
︑
九
〇
頁
（
所
収
﹁
第
三
節
　
山
ノ
上
碑
の
建
立
﹂

（
（（
（ 

二
〇
一
五
︑
上
海
:
学
林
︑
九
二
・
九
五
頁
︒
原
文
:﹁
引
譜
入
志
︐
鐫
譜
於
石
﹂﹁
這

種
以
家
族
譜
系
録
入
碑
誌
的
做
法
︐
在
漢
代
就
有
歴
史
伝
統
﹂

（
（（
（ 

神
田
喜
一
郎
（
他
監
修
（﹃
墓
誌
銘
集
一
（
六
朝
（﹄（
書
跡
名
品
叢
刊
五
三
︑
一
九
八

三
︑
東
京
:
二
玄
社
︑
三
頁
（

（
（（
（ 

韓
理
洲
（
輯
校
編
年
（﹃
全
隋
文
補
遺
﹄（
二
〇
〇
四
︑
西
安
:
三
秦
︑
二
三
二
頁
（

（
（1
（ 

陳
長
安
（
編
（﹃
隋
唐
五
代
墓
誌
滙
編 
洛
陽
巻 

第
六
冊
﹄（
一
九
九
一
︑
天
津
:
天
津

古
籍
︑
一
〇
四
頁
（

（
（（
（ 

唐
・
封
演
（
撰
（
趙
貞
信
（
校
注
（﹃
封
氏
聞
見
記
校
注
﹄（
二
〇
〇
五
︑
北
京
:
中

華
書
局
︑
五
六
頁
（
封
演
の
引
用
︒

（
（（
（ 

上
田
正
昭
（
他
監
修
（﹃
講
談
社
日
本
人
名
大
辞
典
﹄（
二
〇
〇
一
︑
東
京
:
講
談
社
︑

一
八
七
五
頁
（

（
（（
（ 

吉
田
生
哉
﹁
福
島
・
荒
田
目
条
里
遺
跡
﹂（﹁
木
簡
研
究
﹂
一
九
九
五
年
十
一
月
︑
九

九
頁
（

（
（（
（ 

﹁「
刀
自
」
か
ら
み
た
日
本
古
代
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︱
︱
村
と
宮
廷
に
お
け
る
婚

姻
・
経
営
・
政
治
的
地
位
﹂（﹁
帝
京
大
学
文
学
部
史
学
科
﹂
二
〇
一
一
年
二
月
︑
一
〇

一
頁
（

（
（（
（ 

周
振
甫
（
他
編
著
（﹃
銭
鍾
書
︽
談
芸
録
︾
読
本
﹄（
一
九
九
二
︑
上
海
:
上
海
教
育
︑

一
六
頁
（
原
文
:﹁
若
雖
求
得
詞
之
来
歴
︐
而
詞
意
仍
不
明
了
︐
須
合
観
同
時
及
後
人
語
︐

方
能
解
会
︐
則
亦
不
宜
溝
而
外
之
﹂

（
（（
（ 

曹
汛
﹁
遼
︽
夏
蘊
石
棺
記
︾
考
述
﹂（﹁
文
物
﹂
一
九
八
五
年
五
月
︑
五
七
頁
（

（
（（
（ 

注
（（
︑
五
七
頁
︒
原
文
:﹁
事
実
上
︐
南
北
朝
乃
至
隋
唐
以
来
︐
遵
従
這
種
礼
制
的
並

不
多
︒
而
夏
蘊
的
記
墓
文
字
直
称
︽
石
棺
記
︾︐
並
無
銘
文
︐
記
云
“
直
書
其
事
”︐
行

文
僅
記
姓
名
官
職
姻
媾
︐
以
及
遷
葬
時
間
地
点
︐
簡
単
直
白
而
没
有
一
句
諛
詞
︐
這
在

当
時
的
記
墓
文
字
中
也
是
不
多
見
的
﹂

（
（（
（ 

﹁
金
上
京
釈
迦
院
尼
臨
壇
首
座
宣
微
大
師
法
性
葬
記
考
釈
﹂（﹁
北
方
文
物
﹂
一
九
八
九

年
十
月
︑
四
一
頁
（
原
文
:﹁
其
実
這
就
是
極
簡
化
的
墓
誌
銘
︐
所
以
一
般
多
称
為
“
記
”

（
時
而
也
有
称
作
“
銘
”
的
（︐
大
体
如
︽
全
遼
文
︾
巻
（（
︽
夏
蘊
石
棺
記
︾
所
載
:
因

“
直
書
其
事
︐
愧
於
不
文
︐
庸
為
︽
記
︾
爾
︒”
這
可
以
説
是
葬
記
這
種
文
体
的
特
点
︐
是

它
主
要
区
別
於
墓
誌
銘
的
地
方
︒
由
於
它
文
字
少
︐
只
簡
単
記
事
︐
不
講
求
文
采
︐
簡

便
易
行
︐
利
於
節
倹
︐
所
以
遼
金
時
代
一
般
官
民
喪
葬
多
採
用
這
種
文
体
﹂

（
（（
（ 

﹁
文
献
﹂
一
九
八
五
年
二
月
︑
二
三
六
頁
︒
原
文
:﹁
有
称
墓
志
為
墓
記
﹂

（
（1
（ 

小
島
憲
之
（
他
校
注
・
訳
（﹃
日
本
書
紀
三
﹄（
一
九
九
八
︑
東
京
:
小
学
館
︑
四
七

二
・
四
七
四
~
五
・
五
一
八
~
九
頁
（

（
（（
（ 

一
九
五
九
︑
東
京
:
岩
波
書
店
︑
一
三
四
頁

（
（（
（ 

注
（（
︑
八
九
~
九
〇
頁

（
（（
（ 

﹁
継
体
天
皇
の
系
譜
に
つ
い
て
︱
︱
釈
日
本
紀
所
引
上
宮
記
逸
文
の
研
究
﹂（﹁
学
習
院

史
学
﹂
一
九
六
八
年
十
二
月
︑
一
~
二
頁
（﹁
牟
君
﹂
の
間
に
﹁
斯
﹂
を
補
う
べ
き
で
あ

る
︒

（
（（
（ 

二
〇
一
七
︑
東
京
:
雄
山
閣
︑
二
一
頁

（
（（
（ 

注
（（
︑
九
五
頁

（
（（
（ 

一
九
九
七
︑
石
家
荘
:
河
北
教
育
︑
九
三
二
頁

（
（（
（ 

﹃
上
代
歴
史
地
理
新
考
　
東
山
道
・
附
風
土
記
逸
文
註
釈
﹄（
一
九
四
三
︑
東
京
:
三

省
堂
︑
一
九
九
頁
（

（
（（
（ 

注
（（
︑
七
七
頁
︒
原
文
:﹁
両
晋
南
北
朝
墓
誌
中
這
些
以
提
行
︑
低
格
︑
空
格
和
留
白

等
特
殊
格
式
書
写
的
文
字
︐
是
家
族
譜
牒
直
接
抄
録
或
節
録
﹂

（
（（
（ 

注
（
︑
六
九
六
頁

（
（1
（ 
﹁
山
名
上
碑
「
集
月
」
に
就
き
て
﹂（﹁
上
毛
及
上
毛
人
﹂
一
九
一
九
年
五
月
︑
一
六
頁
（

（
（（
（ 
﹃
上
代
日
本
文
章
史
﹄（
一
九
六
四
︑
東
京
:
南
雲
堂
桜
楓
社
︑
一
九
四
頁
（

（
（（
（ 

上
代
文
献
を
読
む
会
（
編
（﹃
古
京
遺
文
注
釈
﹄（
一
九
八
九
︑
東
京
:
桜
楓
社
︑
六

九
頁
（
所
収
﹁
山
名
村
碑
﹂
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（
（（
（ 
注
（（
︑
八
五
・
八
四
頁

（
（（
（ 
松
田
猛
﹃
上
野
三
碑
﹄（
二
〇
〇
九
︑
東
京
:
同
成
社
︑
一
七
頁
（

（
（（
（ 

注
（（
︑
一
七
頁

（
（（
（ 

﹃
好
古
日
録
﹄（
一
七
九
七
︑
京
兆
:
鷦
鷯
惣
四
郎
︑
六
六
ｂ
頁
（

（
（（
（ 

陳
煒
湛
﹃
三
鑑
斎
甲
骨
文
論
集
﹄（
二
〇
一
三
︑
上
海
:
上
海
古
籍
︑
二
六
八
頁
（
原

文
:﹁
但
由
於
摹
本
不
精
︐
真
偽
混
雑
︐
致
使
謹
慎
的
学
者
們
対
這
批
材
料
存
有
戒
心
︐

不
大
敢
徴
引
﹂

（
（（
（ 

﹁
考
古
学
雑
誌
﹂
一
九
三
〇
年
七
月
︑
四
一
八
頁

（
（（
（ 

一
八
七
七
︑
東
京
:
酉
山
堂
︑
五
ａ
頁

（
（1
（ 

注
（（
︑
二
三
二
頁

（
（（
（ 

大
蔵
経
刊
行
会
（
編
（﹃
大
正
新
修
大
蔵
経 
第
五
十
五
冊 

目
録
部
全
﹄（
一
九
八
三

修
訂
版
︑
台
北
:
新
文
豊
︑
一
〇
五
二
頁
（
所
収
唐
・
恒
安
（
撰
（﹃
続
貞
元
釈
教
録
﹄

（
（（
（ 

中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
（
編
（﹃
紀
念
中
国
社
会
科
学
院
建
院
三
十
周
年
学

術
論
文
集
・
近
代
史
研
究
所
巻
﹄（
二
〇
〇
七
︑
北
京
:
方
志
︑
二
二
五
頁
（
所
収
︒
原

文
:﹁
既
望
無
月
份
︐
当
是
正
月
﹂

（
（（
（ 

宋
・
欧
陽
脩
（
撰
（
堀
正
脩
（
校
訂
（﹃
唐
書
㈠
﹄（
一
九
七
〇
︑
東
京
:
汲
古
書
院
︑

一
五
三
頁
（

（
（（
（ 

章
紅
梅
（
校
注
（﹃
五
代
石
刻
校
注 

第
二
冊
﹄（
二
〇
一
七
︑
南
京
:
鳳
凰
︑
六
五
二

頁
（

（
（（
（ 

二
〇
〇
〇
︑
北
京
:
京
華
︑
三
一
二
頁

（
（（
（ 

晋
・
皇
甫
謐
﹃
帝
王
世
記
﹄
が
小
長
谷
恵
吉
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
解
説
稿
﹄（
一
九

三
六
︑
東
京
:
く
に
た
ち
本
の
会
︑
八
頁
（（
雑
史
家
（
に
録
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

門
田
誠
一
﹁
山
ノ
上
碑
に
み
る
孝
の
顕
現
︱
︱
古
代
に
お
け
る
儒
仏
混
淆
の
地
域
的

様
相
﹂（﹁
鷹
陵
史
学
﹂
二
〇
一
一
年
九
月
︑
一
六
七
・
一
七
〇
頁
（

（
（（
（ Aldo Tollini

﹁
黎
明
期
の
日
本
語
書
記
言
語
と
漢
文
﹂（﹁
上
智
大
学
国
文
学
論
集
﹂
二

〇
一
三
年
一
月
︑
一
三
三
頁
（

（
（（
（ 

伍
慶
禄
﹃
広
東
金
石
図
志
﹄（
二
〇
一
五
︑
北
京
:
線
装
書
局
︑
二
九
頁
（

（
（1
（ 

呉
鋼
（
編
（﹃
全
唐
文
補
遺
第
六
輯
﹄（
一
九
九
九
︑
西
安
:
三
秦
︑
九
三
~
九
四
頁
（

（
（（
（ 

生
前
に
墓
誌
銘
を
自
ら
執
筆
す
る
の
は
︑
清
・
牟
応
震
（
著
（
袁
梅
（
校
点
（﹃
毛
詩

質
疑
﹄（
一
九
九
一
︑
済
南
:
斉
魯
書
社
︑
五
七
七
頁
（
所
収
﹁
牟
公
応
震
生
前
墓
誌
銘
﹂

の
一
節
﹁
自
為
誌
者
多
可
信
也
﹂（
自
ら
誌
を
為
す
は
多
く
信
ず
べ
き
な
り
（
と
い
う
利

点
が
あ
る
︒

（
（（
（ 

趙
力
光
（
編
（﹃
西
安
碑
林
博
物
館
新
蔵
墓
誌
彙
編
﹄（
二
〇
〇
七
︑
北
京
:
線
装
書

局
︑
三
九
頁
（

（
（（
（ 

注
（（
︑
一
九
〇
頁

（
（（
（ 

孟
繁
峰
（
他
編
（﹃
隋
唐
五
代
墓
誌
滙
編 

河
北
巻
﹄（
一
九
九
一
︑
天
津
:
天
津
古
籍
︑

三
頁
（

（
（（
（ 

王
其
禕
（
他
編
著
（﹃
隋
代
墓
志
銘
彙
考
④
﹄（
二
〇
〇
七
︑
北
京
:
線
装
書
局
︑
三

八
三
頁
（

（
（（
（ 

直
木
孝
次
郎
（
他
編
（﹃
古
代
日
本
金
石
文
の
謎
﹄（
一
九
九
一
︑
東
京
:
学
生
社
︑
一

四
四
頁
（
所
収

（
（（
（ 

注
（
︑
六
九
八
頁

（
（（
（ 

﹁
山
名
上
碑
の
考
﹂（﹁
国
学
院
雑
誌
﹂
一
九
二
九
年
一
月
︑
九
四
頁
（

（
（（
（ 

注
（（
︑
一
六
七
・
一
七
一
頁

（
（11
（ 

若
狭
徹
﹁
立
評
を
め
ぐ
る
地
方
氏
族
の
政
治
行
動
︱
︱
群
馬
県
に
お
け
る
後
期
古
墳

の
動
態
と
上
野
三
碑
の
建
碑
か
ら
﹂（﹁
駿
台
史
學
﹂
二
〇
一
九
年
二
月
︑
七
九
・
八
四

頁
（

（
（1（
（ 

山
田
孝
雄
（
他
編
（﹃
古
京
遺
文
﹄（
一
九
六
八
再
版
︑
東
京
:
勉
誠
社
︑
二
三
頁
（

（
（1（
（ 

唐
・
道
宣
（
撰
（﹃
広
弘
明
集
﹄
が
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄（
惣
集
家
（
に
録
さ
れ

て
い
る
（
注
（（
︑
二
一
頁
（

（
（1（
（ 
周
紹
良
（
編
（﹃
全
唐
文
新
編 

第
一
部 

第
四
冊
﹄（
二
〇
〇
〇
︑
長
春
:
吉
林
文
史
︑

二
三
四
〇
~
二
三
四
一
頁
（
に
よ
る
と
︑
唐
・
鄭
欽
泰
の
書
い
た
﹁
議
沙
門
不
応
拝
俗

状
﹂
だ
と
い
う
︒

（
（1（
（ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
﹃
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
辛
亥
銘
鉄
剣
修
理
報
告
書
﹄（
一
九
八
二
︑
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浦
和
:
埼
玉
県
教
育
委
員
会
︑
三
〇
頁
（

（
（1（
（ 
井
上
光
貞
（
他
著
（﹃
鉄
剣
の
謎
と
古
代
日
本
︱
︱
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹄（
一
九
七
九
︑
東

京
:
新
潮
社
︑
一
七
五
頁
（
所
収

（
（1（
（ 

新
西
蘭
・
海
厄
姆
（H

igham
, C

.F.W
.

（（
著
（
王
毅
（
訳
（﹃
古
亜
洲
文
明
百
科
全
書
﹄

（
二
〇
〇
七
︑
上
海
:
上
海
人
民
︑
一
四
七
頁
（
原
文
:﹁“
臣
”
応
該
是
因
其
忠
誠
而
授

予
他
的
頭
銜
﹂

（
（1（
（ 

前
川
明
久
﹁
足
尼
（
宿
禰
（
小
考
︱
︱
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
文
系
譜
に
関

連
し
て
﹂（﹁
法
政
史
学
﹂
一
九
八
一
年
三
月
︑
二
五
頁
（

（
（1（
（ 
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